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天理市水道事業の財政状況

（１）令和元年度　水道事業収益

≪令和元年度の概況≫

表ー４
令和元年度 平成30年度 前年度比較

7,490,148 7,796,870 ▲ 306,722

表ー１　収益内訳 234 240 ▲ 6
千円 （税抜） 217 203 14

項　　　目 収　益 比　率

給 水 収 益 1,749,524 93% ※１　供給単価　：　ご使用の皆様からいただく１㎥当たりの平均単価です。

長 期 前 受 金 戻 入 109,701 6% ※２　給水原価　：　有収水量１㎥当たりの経費です。

そ の 他 の 収 益 24,240 1% 表ー5 (単位：千円)

合 計 (A) 1,883,465 100% 令和元年度 平成30年度 前年度比較

水道事業収益 1,749,524 1,867,479 ▲ 117,955

109,701 134,383 ▲ 24,682

24,240 14,534 9,706

1,883,465 2,016,396 ▲ 132,931
水道事業費用 193,565 204,225 ▲ 10,660

59,548 70,181 ▲ 10,633

528,364 547,250 ▲ 18,886

53,733 56,709 ▲ 2,976

（２）令和元年度　水道事業費用 60,266 58,693 1,573

表ー２　費用内訳 17,069 18,712 ▲ 1,643

千円 （税抜） 168,317 138,348 29,969
項　　　目 費　用 比　率 520,000 507,000 13,000

減 価 償 却 費 528,364 30% 146,663 116,461 30,202
受 水 費 520,000 30% 1,747,525 1,717,579 29,946
人 件 費 193,565 11% 135,940 298,817 ▲ 162,877
委 託 料 168,317 10%
支 払 利 息 59,548 3%
そ の 他 277,731 16%
合 計 (B) 1,747,525 100%

表ー３

令和元年度　純利益　（（Ａ）－（Ｂ））

千円

長期前受金戻入を除いた純利益

千円

計

当 年 度 純 損 益

減 価 償 却 費

動 力 費

修 繕 費 及 び 材 料 費

委 託 料

受 水 費

 項　目

そ の 他

給 水 収 益

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

計

職 員 給 与 費

支 払 利 息

135,940

26,239

  図　－　１

    図　－　２

（３）前年度比較表

 項　目

年間有収水量(㎥)

給水原価(円/㎥)　※２

供給単価(円/㎥)　※１

薬 品 費

減価償却費
30%

受水費

30％

人件費
11%

委託料
10%

支払利息
3%

その他
16%

費 用 内 訳

給水収益
93%

長期前受金戻入
6%

その他の収益
1%

収 益 内 訳

年間有収水量は、工場用等の使用水量が減少したことにより、前年度に比べ306,722㎥（3.9％）減
少の7,490,148㎥となりました。

供給単価は、大口使用者の使用水量が減少したため6円/㎥下がり234円になりました。また、給
水原価は費用の増加等により14円/㎥上がり217円になりました。

給水収益は主に人口減に伴う年間有収水量の減少等により前年度に比べ117,955千円(6.3％)減
少の1,749,524千円となりました。

収益合計は前年度に比べ132,931千円(6.6％)減少の1,883,465千円となりました。
費用では、未償還金残高の減少に伴い支払利息が10,633千円減少となりましたが、受水費及び

委託料で42,969千円増加し、費用合計は前年度に比べ29,946千円(1.7％)増加の1,747,525千円とな
りました。

この結果、本年度の損益収支は、135,940千円の純利益となりました。
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（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

１

(1) 1,749,523,629

(2) 11,868,650

(3) 1,990,530 1,763,382,809

２

(1) 763,271,070

(2) 132,120,536

(3) 10,321,000

(4) 155,968,392

(5) 528,364,123

(6) 96,968,950

(7) 1,000 1,687,015,071

76,367,738

３

(1) 2,934,313

(2) 3,346,454

(3) 109,701,037

(4) 1,890,034 117,871,838

４

(1) 59,548,455

(2) 727,405 60,275,860 57,595,978

133,963,716

５

(1) 0

(2) 2,730

(3) 2,207,399 2,210,129

６

(1) 0

(2) 233,970 233,970 1,976,159

135,939,875

164,433,784

300,373,659

そ の 他 営 業 収 益

令和元年度天理市水道事業損益計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

他 会 計 補 助 金

営 業 費 用

原 水 及 び 浄 水 費

配 水 及 び 給 水 費

受 託 工 事 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

そ の 他 営 業 費 用

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

雑 支 出

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

過 年 度 損 益 修 正 益

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

当年度未処分利益剰余金

そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損

過 年 度 損 益 修 正 損

当 年 度 純 利 益
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（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

３

523,431,477
イ

1,467,699,676
1,366,130,954 1,467,699,676
△631,725,979 734,404,975

22,897,236,303 イ 317,491,657
△12,058,156,924 10,839,079,379 ロ 204,922,246

2,342,631,750 522,413,903
△2,074,994,333 267,637,417 1,990,113,579

37,006,440 ４
△19,961,472 17,044,968

64,781,675
イ

296,261,710
△39,820,087 24,961,588 296,261,710

75,165,816 839,264,483
△36,875,252 38,290,564 (3) 4,532,000

1,005,195,900 (4)
13,450,046,268 イ 18,769,000

18,769,000
(5)

900,000,000 イ 135,731,052

900,000,000 135,731,052
14,350,046,268 1,294,558,245

５

2,134,778,258 2,890,149,598

277,592,700 △ 602,788,933
△ 7,856,637 269,736,063 2,287,360,665

7,152,260 5,572,032,489

(4) 68,600,000

2,480,266,581 ６
16,830,312,849 (1)

イ 17,670,482
ロ 3,304,715,862

ハ 6,791,420,391

10,113,806,735
10,113,806,735

７

イ 5,313,558
ロ 305,498,064
ハ 46,256,379
ニ 487,031,965

844,099,966

イ 300,373,659
300,373,659

1,144,473,625
11,258,280,360
16,830,312,849

ロ 建 物

令和元年度天理市水道事業貸借対照表
（令和２年３月31日）

資　　産　　の　　部
１ 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

ヘ

(1) 現 金 預 金

未 収 金

投 資 合 計

減 価 償 却 累 計 額

ハ 構 築 物

工具、器具及び備品
減 価 償 却 累 計 額

ト 量 水 器

減 価 償 却 累 計 額

ニ 機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額

ホ 車 両 及 び 運 搬 具

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

寄 附 金

貸 倒 引 当 金
(3) 貯 蔵 品

前 払 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

チ 建 設 仮 勘 定
有 形 固 定 資 産 合 計

(2) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券

イ そ の 他 投 資

固 定 資 産 合 計

２ 流 動 資 産

(2)

資 本 金 合 計

工 事 負 担 金
分 担 金

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
受 贈 財 産 評 価 額

前 受 金
引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計
そ の 他 流 動 負 債

その他流動負債合計

繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

繰 延 収 益 合 計

資     本     の     部
資 本 金

資 本 金

固 有 資 本 金

組 入 資 本 金

資 本 金 合 計

負     債     の     部
固 定 負 債

(1) 企 業 債
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企 業 債 合 計

(2) 引 当 金

修 繕 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金

出 資 金

引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(1) 企 業 債
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企 業 債 合 計

(2) 未 払 金

(2)
長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

負 債 合 計

預 り 金
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天理市下水道事業の財政状況

（１）令和元年度　下水道事業収益

≪令和元年度の概況≫

表ー９

令和元年度 平成30年度 前年度比較

表ー６　収益内訳 7,798,236 7,929,440 ▲ 131,204
千円 （税抜）

項　　　目 収 益 比　率 表ー１０ (単位：千円)

下 水 道 使 用 料 1,167,644 42% 令和元年度 平成30年度 前年度比較

市 か ら の 補 助 金 1,164,093 42% 下水道事業収益 1,167,644 1,171,751 ▲ 4,107
長 期 前 受 金 戻 入 410,942 15% 1,121,029 1,145,674 ▲ 24,645
そ の 他 の 収 益 41,379 1% 46,615 26,077 20,538
合 計 (A) 2,784,058 100% 34,583 35,006 ▲ 423

1,164,093 1,196,816 ▲ 32,723

410,942 411,204 ▲ 262

6,796 4,554 2,242
2,784,058 2,819,331 ▲ 35,273

下水道事業費用 92,788 100,397 ▲ 7,609
330,224 366,734 ▲ 36,510

1,233,200 1,232,879 321

20,808 25,023 ▲ 4,215

（２）令和元年度　下水道事業費用
表ー７　費用内訳

千円 （税抜） 91,781 70,224 21,557
項　　　目 費　用 比　率 28,599 22,830 5,769

減 価 償 却 費 1,233,200 53% 2,314,976 2,322,185 ▲ 7,209

469,082 497,146 ▲ 28,064

支 払 利 息 330,224 14% ※１　水量使用料　：　排水区分に応じた使用料に汚水排水量を乗じた金額です。

人 件 費 92,788 4% ※２　水質使用料　：　特定排水のうち、排水の水質区分に応じた金額に汚水排水量を乗じて得た

委 託 料 91,781 4% 　　　　　　　　　　　　　　金額で、水量使用料に加算される金額です。

そ の 他 49,407 2%
合 計 (B) 2,314,976 100%

　

表ー８

千円

長期前受金戻入を除いた純利益

千円

当 年 度 純 損 益

水質使用料　※２

他 会 計 負 担 金

他 会 計 補 助 金

517,576 504,098 13,478

支 払 利 息

 図　－　４

令和元年度　純利益　（（Ａ）－（Ｂ））

469,082

58,140

 図　－　３ 減 価 償 却 費

流域下水道維持管理
負 担 金

517,576 23%

修 繕 費 及 び 材 料 費

委 託 料

そ の 他

流 域 下 水 道 維 持 管 理
負 担 金

計

（３）前年度比較表

 項　目

年間排水量(㎥)

そ の 他

計

職 員 給 与 費

長 期 前 受 金 戻 入

 項　目

下 水 道 使 用 料

　　　　水量使用料　※１

減価償却費
53%

流域下水道維

持管理負担金

23％

支払利息
14%

人件費
4%

委託料
4%

その他
2%

費 用 内 訳

下水道使用料
42%

市からの補助金
42%

長期前受金戻入

15%

その他の収益
1%

収 益 内 訳

年間排水量は、家庭用等の排水量が減少したことにより、前年度に比べ131,204㎥（1.7％）減少の
7,798,236㎥となりました。

水量使用料は前年度に比べ24,645千円減少しましたが、水質使用料が20,538千円増加したことによ
り、下水道使用料としては4,107千円（0.4％）減少しました。

その他では他会計負担金・他会計補助金で33,146千円(2.7％)減少したことや長期前受金戻入等が
減少したことにより、収益合計は前年度に比べ35,273千円(1.3％)減少の2,784,058千円となりました。

費用では、流域下水道維持管理負担金等が増加しましたが、支払利息が36,510千円の減少等によ
り、費用合計は前年度に比べ7,209千円(0.3％)減少の2,314,976千円となりました。

この結果、本年度の損益収支は、469,082千円の純利益となりました。
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（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

１

(1) 1,167,644,293

(2) 34,583,407

(3) 4,293,900

(4) 50,000 1,206,571,600

２

(1) 69,239,215

(2) 19,104,304

(3) 7,584,483

(4) 517,575,513

(5) 53,896,870

(6) 73,036,696

(7) 1,233,200,378

(8) 5,753,346 1,979,390,805

772,819,205

３

(1) 941,550

(2) 1,164,092,973

(3) 816,606

(4) 410,941,913

(5) 503,091 1,577,296,133

４

(1) 330,224,246

(2) 4,593,984 334,818,230 1,242,477,903

469,658,698

５

(1) 0

(2) 190,797 190,797

６

(1) 86,340

(2) 681,000 767,340 △576,543

469,082,155

85,942,482

555,024,637

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

当年度未処分利益剰余金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

営 業 損 失

営 業 外 収 益

他 会 計 補 助 金

県 補 助 金

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

受 取 利 息

流域下水道維持管理負担金

令和元年度天理市下水道事業損益計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

営 業 収 益

下 水 道 使 用 料

他 会 計 負 担 金

県 補 助 金

そ の 他 営 業 収 益

農業集落排水施設維持費

雨 水 ポ ン プ 場 費

営 業 費 用

管 渠 費

営 業 外 費 用

経 常 利 益

特 別 損 失

過 年 度 損 益 修 正 損

当 年 度 純 利 益

支 払 利 息

雑 支 出

特 別 利 益

過 年 度 損 益 修 正 益

そ の 他 特 別 利 益

そ の 他 特 別 損 失
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（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

３

(1) (1)

137,328,938 イ 12,415,461,315

190,958,037 12,415,461,315

△52,611,211 138,346,826 (2)

43,671,531,939 イ 29,467,011

△10,634,619,626 33,036,912,313 29,467,011

1,348,651,572 12,444,928,326

△666,167,006 682,484,566 ４

6,348,493 (1)

△4,006,516 2,341,977 イ 1,375,680,159

20,424,536 1,375,680,159

△5,963,404 14,461,132 (2) 39,513,898

92,783,000 (3) 11,450,000

34,104,658,752 (4)

(2) イ 9,779,000

176,102 9,779,000

260,000 (5)

1,713,154,357 イ 59,662,986

1,713,590,459 59,662,986

(3) 1,496,086,043

1,573,360 ５

48,426,640 (1) 14,002,307,209

50,000,000 (2) △ 2,461,818,696

35,868,249,211 11,540,488,513
25,481,502,882

(1) 1,092,451,208

(2) 277,306,513 ６

△4,829,573 272,476,940 (1)

(3) 28,700,000 イ 3,113,682,326

1,393,628,148 ロ 2,483,139,741
37,261,877,359 ハ 5,441,689,070

11,038,511,137

11,038,511,137

７

(1)

イ 1,380,787

ロ 167,433,365

ハ 18,024,551

186,838,703

(2)

イ 555,024,637
555,024,637

741,863,340
11,780,374,477
37,261,877,359

固 定 負 債 合 計

引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

引 当 金 合 計

流 動 負 債 合 計

企 業 債 合 計

前 受 金

その他流動負債

賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

預 り 金

その他流動負債合計

流 動 負 債

企 業 債
建設改良費等の財源に
充 て る た め の 企 業 債

未 払 金

有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権

ロ 電 話 加 入 権

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

ロ 基 金

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

前 払 金

２ 流 動 資 産

ハ 施 設 利 用 権

無形固定資産合計

投 資

イ 長 期 貸 付 金

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

ニ 機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

ホ 車 両 及 び 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

ヘ 工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

ト

ハ 構 築 物

令和元年度天理市下水道事業貸借対照表
（令和２年３月31日）

資　　産　　の　　部
１ 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

減 価 償 却 累 計 額

負　　債　　の　　部
固 定 負 債

企 業 債
建設改良費等の財源に
充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

引 当 金

資　　本　　の　　部
資 本 金

資 本 金

固 有 資 本 金

繰 延 収 益 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金
長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

負 債 合 計

出 資 金

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

組 入 資 本 金

資 本 金 合 計

資 本 金 合 計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計

受 贈 財 産 評 価 額

国 庫 補 助 金

県 補 助 金

資 本 剰 余 金 合 計
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資料 ２－① 公営企業の「経営戦略」の策定について（総務省）

資料 ２－② 天理市水道事業経営戦略（案）

資料 ２－③ 天理市下水道事業経営戦略（案）

経 営 戦 略 に つ い て

資料 ２
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料
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天理市水道事業経営戦略
(案)

（令和２年度～令和11年度）

令和３年３月

天理市上下水道局

資料２－②
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１．経営戦略の策定趣旨

　

　

　

２．事業概要

（１）事業の現況

　①給水

　②施設

　本市の給水状況は表１のとおりです。

　本市の施設状況は表２のとおりです。

　また、主な水道施設の位置を図１に示しています。

表１　天理市水道事業の給水状況（令和２年４月１日現在）

表２　天理市水道事業の施設状況（令和２年４月１日現在）

44,300 49.8 ％

箇所

箇所

供用開始年月日

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

計 画 給 水 人 口

現 在 給 水 人 口

施 設 能 力 ㎥/日

有 収 水 量 密 度

管 路 延 長

　ダム・地下水・受水

1.45

64,119

69,000 人

人

　昭和 ６ 年 10 月 １ 日

　法適用（全部適用）

近年、少子高齢化による人口減少、節水意識の浸透等の社会経済情勢を受け、水需要は減少傾

向にあり、安定した収益が見込めない状況となっています。

こうした状況の中、総務省においては、地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続して

なお、本計画の計画期間は、令和２年度から令和11年度までの10年間とします。今後は、「経営戦

略」に基づいて事業を推進してまいりますが、フォローアップとして施策の進捗状況の管理により目

いくために、中長期の事業運営の基本方針を示す計画として「経営戦略」の策定を各事業体に求め

整した「投資・財政計画」を中心とした「天理市水道事業経営戦略」を策定します。　

なる施設・設備に対する投資の見通しと財源の見通しを構成要素とし、収入と支出が均衡するよう調

ているところです。

本市においても、人口減少や経済活動の変化に伴う大口需要の落込み等により、水需要は減少

標達成状況等を確認し、基本方針は維持しつつも一定の期間（５年程度）ごとに内容の見直しを行

います。

傾向が続いています。一方、老朽化施設の更新や耐震化への取組みが不可欠な状況であり、多額

の費用が必要となっています。このような水道事業を取り巻く環境の変化や様々な課題に的確に対

応し、健全な経営の維持とおいしくて安全な水を安定して供給するため、中長期的な経営の基本と

千㎥/ｈａ

水 源

浄水場設置数

配水池設置数
ｋｍ470.12施設数

2

17

施 設 利 用 率
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　③料金

　④組織

※消費税及び地方消費税相当額を除く

属する事務を行うため上下水道局を設置しています。（図２参照）

また、令和２年４月１日現在、下記の組織体制で事業を運営しており、上下水道局全職員43人

のうち水道事業として28人配置しています。（表４参照）

職員数の推移については、平成23年４月１日現在の35人から令和２年４月１日現在では28人と

本市は、水道メーターの口径別に使用水量にかかわらず一定額を徴収する最低料金と使用水量

料金改定日　平成27年７月１日

表３　料金表

なり、この10年間で７人減少しています。（図３参照）

本市は、上下水道事業に管理者を置かず、管理者の権限を市長が行っており、市長の権限に

に応じた額を加算する超過料金を設定しています。また、超過料金については、使用水量の増加に

　料金については、表３のとおりです。

伴い、料金単価が段階的に高くなる逓増型を採用しています。

円 円 円 円 円 円

　〃

m3まで

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃1,000

1,800 　〃

メーター
口径

最低料金（１月につき）

(mm)

50

10

8

300

超過料金（１m3につき）

水量 料金 20m3まで
21m

3
から

50m3まで

51m
3
から

1,800m3まで

1,801m
3
以上

-

一般用 営業用

990 - - - - -

210 260 -

1,330 180 210 260 -

　〃

25 10,870 -

416,340

20 2,300 18012

500

- 260 330

68,520 - - 260 330

-

440

330

440

50 115,970 - - 260 330 440

40

- - - 330 440

75 232,500 - 260

工事用
口径別による
最低水量、最低料金

１m3につき440

150以上 416,340 - - -

300

3301,800

13

440

浴場用 34,800 １m
3
につき140

440

100

-

- 3 -



図３　水道事業職員数の推移（令和２年４月１日現在）

表４　水道事業職員数（令和２年４月１日現在）

図２　天理市上下水道局　組織体制（令和２年４月１日現在）

総務経営課 庶務係

営業推進係

経営管理室 経営管理係

給水課 給水係

下水道課 施設係

事業係

管理者
（市長）

上下水道局 工務係

浄水課 浄水係

施設整備係

3 28

再任用職員 計職   名 事務職員 技術職員

職員数 10 15
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（２）これまでの主な経営健全化の取組

金を活用し、本市の財政負担の軽減を図っています。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

　

　（類似団体）

給水形態 末端給水事業

給水人口規模 5 万人以上10 万人未満

　なお、類似団体については、給水形態及び給水人口規模により区分しています。

総務省から示された「経営比較分析表」を用いて、水道事業の経年比較や類似団体との比較等を

施設面では、平成28年度に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」

平成23年７月からは、検針、料金徴収、メーター取替、開閉栓及び窓口業務等を包括的民間委託

することで人件費の抑制や事務の効率化を図りました。

（平成21年７月厚生労働省）に準じて、施設及び管路の現状を調査し、将来を見据えて策定した更

新計画に基づいて更新・耐震化事業を効率的に進めています。この事業費の財源として国庫補助

て組織構成・事務分掌を見直しました。

本市は、平成22年４月より水道事業と下水道事業の組織統合を行い、効率的な業務の遂行に向け

　また、経営指標の算出式については、表５、６に示しています。

行い、経営指標の状況を分析しました。（経営比較分析表（平成30年度決算）参照）
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平
均
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（
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）

平
成

3
0
年

度
全

国
平

均

全
体

総
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平
成
30
年
度
に
お
い
て
概
ね
健
全
な
経
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で
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い
る
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、
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水
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が
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少
傾
向
に
あ
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た
め
、
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後
の
経
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く
な
る
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さ
れ
る
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今
後
、
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進
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い
く
必
要
が
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る
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。
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・
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・
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表６　経営指標の算出式（老朽化の状況）

表５　経営指標の算出式（経営の健全性・効率性）

営業収益－受託工事収益

当年度未処理欠損金
×100累積欠損金比率 （％）

流 動 比 率 （％）

企 業 債 残 高
対給水収益比率

（％）

料 金 回 収 率 （％） ×100

給 水 原 価 （円）

施 設 利 用 率 （％）

有 収 率 （％）
年間総有収水量

年間総配水量

経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入

流動負債

給水原価

×100

一日平均配水量
×100

一日配水能力

年間総有収水量

流動資産
×100

供給単価

企業債現在高合計
×100

給水収益

項　目 算出式

×100
経常費用

経常収益
経 常 収 支 比 率 （％）

有 形 固 定 資 産
減 価 償 却 率

（％）

管 路 経 年 化 率 （％）

項　目 算出式

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

当該年度に更新した管路延長

管 路 更 新 率 （％）

管路延長

有形固定資産減価償却累計額

法定耐用年数を経過した管路延長
×100

管路延長

×100

×100
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３．将来の事業環境

（１）給水人口及び水需要の予測

　各年度の給水人口及び水需要の推移については、図４のとおりです。

（２）料金収入の見通し

人口予測値について、社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計値（平成30年度）を基本とし、

料金収入は、（１）給水人口及び水需要の予測に基づき、現行の料金を据え置きした場合、今後10

年間で約10.1％の減少が見込まれます。（図５参照）

平成30年度（実績年度）における当該予測値と実績値の差を下方修正し推計したところ、給水人口

は令和２年度の63,733人から令和11年度には58,410人と5,323人減少となる見込みです。

また、水需要は、大口需要者の使用量減少をはじめ節水器具の普及や人口減少等の影響により

減少傾向が続き、年間有収水量は令和２年度の7,392千㎥から令和11年度には6,664千㎥と今後

10年間で約9.8％減少すると見込まれます。

図４　給水人口及び水需要の推移（実績・予測）

図５　料金収入の推移（実績・予測）
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（３）組織の見通し

４．経営の基本方針

（１）施設の廃止及び老朽施設、管路の更新・耐震化

口・給水量・重要施設等）から定量的かつ総合的に設定した優先度に基づき、更新・耐震化を図り

ます。

ジングを検討し、物理的評価（老朽度・事故危険度・漏水頻度・水理条件等）、重要度評価（給水人

健全な水道経営の維持と安心・安全な水道水の安定供給のため更新計画を基礎とし、下記の項

職員数を年齢構成別にみると、令和２年４月１日現在、水道事業職員数のうち50％が50歳以上の

職員であり、今後ベテラン職員の退職による技術力の低下が課題となっています。（図６参照）

図６　水道事業年齢別職員数（令和２年４月１日現在）

目を重視して取り組みます。

本市には、天理ダム・地下水・県営水道受水の３水源があり、水源の選択については、平成26年２

月の経営審議会で財政面及び危機管理面から３水源を維持することが最善であるという答申を頂き

配水池については、今後の水需要予測に応じて統廃合を検討したところ、石上北低区配水池

No.１及び園原配水池の廃止が可能となったため、更新は行わないものとします。

ました。

自己水は、県営水道受水と比べ財政面で有利であることから優先的に活用するものとし、自己水を

製造する浄水場については、ダウンサイジングを行わず更新します。

管路については、今後の水需要予測と上記の配水池廃止を前提とした管網解析によりダウンサイ
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（２）更新需要の平準化及び更新財源の確保

（３）職員数の確保、技術継承

施設については、更新需要の平準化を行わず、管路については、令和20年度頃に更新が集中

が培ってきた技術の正確な継承と在職職員の技術力を向上するための研修の充実を図ります。

また、水道事業を継続していく上で、技術継承が必要な業務を検討していくとともに、ベテラン職員

更新・耐震化を行います。

更新計画では、平成28年度から令和37年度までの40年間の更新需要を試算しました。この40年間

ベテラン職員の退職による職員数の減少や在職職員への技術継承が課題になっていることを踏ま

え、人材育成がより効果的に実施できるよう職員の年齢構成の適正化に努めます。

で更新需要の平準化を行いました。これにより、更新集中期における財政負担を軽減し、計画的な

発生する見込みであり、各年度の更新需要については図７のとおりです。

するため、令和８年度までは更新需要を抑えて330百万円/年とし、その後は549百万円/年の２段階

図７　更新需要（施設＋管路）

のうち、令和２年度から令和11年度の10年間で施設と管路を合わせて約7,701百万円の更新需要が

また、一定の限度を定めた上での企業債の新規借入や国庫補助金の活用を行い、財源の確保に

努めます。
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５．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　①収支計画のうち投資についての説明

　②収支計画のうち財源についての説明

みである一方、水道施設の更新に多くの経費が必要となります。このため、将来世代に過度な負担と

ろ、令和２年度から令和11年度までの10年間で約97億円を見込んでいます。

以上の結果から、内部留保資金については、計画期間内では維持できる見込みとなりました。ただ

令和２年度から令和11年度までの10年間で約29億円の新規借入を計上しています。

水施設配水管耐震化率の向上を図ります。また、計画的な管路の更新・耐震化を進めることで、漏

基づき試算を行い、令和２年度から令和11年度の10年間で約４億円を財源として計上しています。

表７　重要給水施設配水管耐震化率・有収率の実績値及び目標値

令和元年度末　実績値 令和11年度　目標値

重 要 給 水 施 設
配 水 管 耐 震 化 率

（％） 33.4 58.6

有 収 率 （％） 92.7

保資金の確保を行います。

92.0％以上を維持する

経営の基本方針に基づき、今後も投資を進めていきます。これにより、建設改良費を算出したとこ

　本市水道事業の投資・財政計画（収支計画）は別紙１、２のとおりです。

管路については、災害時に拠点となる重要給水施設までの管路の耐震化を実施し、重要給

し、収益的収支では、料金収入の減少や減価償却費の増加等により、令和10年度に純損失が見込

まれるため、更なる経費削減努力と料金改定の検討等も必要となります。

水を軽減し有収率の維持を図ります。なお、令和11年度までの目標値は表７のとおりです。

また、国庫補助金については、現行の補助基準（「生活基盤施設耐震化等交付金交付要綱」）に

収支計画上、令和元年度までの企業債残高は、主に平成11年までの拡張工事に借入れたもの

で、年々減少傾向にあります。ただし、水需要の減少傾向により、給水収益は今後も減少する見込

ならないよう企業債残高が給水収益の1.5～２倍（約30億円以下）の範囲内で企業債を活用します。

安定した水道事業を持続させるために、経費削減努力と経営の効率化を図りつつ、一定の内部留
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　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　①投資について検討状況等

当面は特にないが、今後の事業状況に応じて活用の検討を

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

近年、職員数は減少傾向にあるが、技術継承と人材育成を進めていく必要があるため、将来の職

とを考慮して一律60,000千円と設定します。

　（動力費）

平成28年度より杣之内浄水場の更新工事を進めており、直近実績では、旧施設での製造を停止し

況変化に応じて必要となれば検討する。

つつ、本市による有益性を検討する。

　（職員給与費）

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

から、過去５箇年実績の平均値程度である一律110,000千円と設定します。

員構成を見込み、基本給を一律206,400千円と設定します。

また、退職給付費については、今後の職員の退職を見込み、過去５箇年実績の平均値程度である

一律8,000千円と設定します。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

アセ ッ トマ ネ ジメン トの 充実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　（委託料）

今後も維持管理等に係る委託料は発生すると見込まれる一方、経費削減に努める必要があること

くために必要な経費を考慮して修繕費の増加を見込んでいます。

健全な水道経営を行うためにも、今後更新か修繕かいずれが合理的か判断した上で、経費削減に

努めます。

そ の 他 の 取 組 　現在のところ特になし。

する。

県域水道一体化に向けて、今後の県域全体の動向を注視し

ていたことで、 動力費は抑制されていました。今後は、新施設での製造を開始し、本格稼働するこ

広 域 化

現計画に反映させているため、未反映は無いと考えるが、状

　（修繕費）

施設等の老朽化や令和９年度末までに鉛製給水管の解消に向け、取替工事を計画的に進めてい

- 12 -



　②財源について検討状況等

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営比較分析表や業務指標（PI）などを用いて毎年検証するとともに、５年を目安として見直しを行

う予定であるが、現在検討中である県域水道一体化の取組等の事業環境の変化に応じて随時見直

しを行います。

企 業 債

そ の 他 の 取 組

行う。

　現在のところ特になし。

現計画に反映させているため、未反映は無いと考えるが、状

況変化に応じて必要となれば検討する。

総務省の繰出基準に基づいた一般会計からの繰入金につい

現在遊休資産は無いが、現在行っている債券運用を継続して

繰 入 金

が、状況変化に応じて必要となれば市財政当局と協議していく。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

ては、現計画に反映させているため、未反映は無いと考える

向を注視しつつ、必要に応じて料金改定を検討する。

安定した水道事業経営のため、今後必要とされる更新等に要

料 金 する事業費用を補うべく、有収水量や県域水道一体化等の動
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別紙１

　投資・財政計画（収支計画）　（収益的収支）

別紙２

　投資・財政計画（収支計画）　（資本的収支）
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１．経営戦略の策定趣旨

　

　

　

２．事業概要

（１）事業の現況

　①施設

施設状況は表１のとおりです。なお、公共と特環については、市単独の処理場を持たず、流域関連

公共下水道事業として奈良県が管理する大和川上流・宇陀川流域下水道（第１処理区）へ接続して

終末処理を行っています。

　また、主な下水道施設の位置を図１に示しています。 

であり、多額の費用が必要となっています。このような下水道事業を取り巻く環境の変化や様々な課

題に的確に対応し、健全な経営の維持と市民の生活環境の向上に努めるため、中長期的な経営の

本市の下水道事業には、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業

（以下、「公共」、「特環」、「農集」とする）の３事業があり、同一会計で運営しています。

近年、少子高齢化による人口減少やインフラ資産の大規模な更新時期の到来等、社会経済情勢

は大きな転換期を迎えている中、地方公営企業の経営環境は厳しさを増しています。

こうした状況の中、総務省においては、地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続して

なお、本計画の計画期間は、令和２年度から令和11年度までの10年間とします。今後は、「経営戦

略」に基づいて事業を推進してまいりますが、フォローアップとして施策の進捗状況の管理により目

いくために、中長期の事業運営の基本方針を示す計画として「経営戦略」の策定を各事業体に求め

るよう調整した「投資・財政計画」を中心とした「天理市下水道事業経営戦略」を策定します。　

基本となる施設・設備に対する投資の見通しと財源の見通しを構成要素とし、収入と支出が均衡す

ているところです。

本市においても、人口減少や経済活動の変化に伴う排水量の落込み等により、下水道使用料

標達成状況等を確認し、基本方針は維持しつつも一定の期間（５年程度）ごとに内容の見直しを行

います。

収入は減少傾向が続いています。一方、老朽化施設の更新や耐震化への取組みが不可欠な状況
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表１　天理市下水道事業の施設状況（令和２年４月１日現在）

藤井地区

長滝地区

福住地区

苣原・仁興地区

0

 （流域下水道供用開始年月日）

公共 特環

排 除 方 式 分流式

46.4 人/ｈａ

箇所雨 水 ポ ン プ 場 数 1 箇所 0 箇所

処理区

処 理 場 数 箇所

処理区

流 域 下 水 道 等
へ の 接 続

 有  無

処 理 区 数

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適用（全部適用）　（平成22年４月１日）

処 理 区 域 内
人 口 密 度

14.9 人/ｈａ

供 用 開 始 年 月 日

平 成 ９ 年 ７ 月 ７ 日

平成10年10月10日

平成19年５月31日

平 成 23 年 ６ 月 １ 日

昭 和 49 年 ７ 月 １ 日

項　目 農集

30.2 人/ｈａ

1 4

0 箇所 4
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　②使用料

　　（ⅰ）水量使用料

　　

                 　　  

                 　　  

　　（ⅱ）水質使用料

　（水質項目）

生物化学的酸素要求量（BOD） ： １ℓにつき、５日間に201㎎以上

浮遊物質量（SS） ： １ℓにつき、201㎎以上

使用料改定日　昭和63年４月１日

使用料改定日　平成22年６月１日

特定排水で下記の水質項目の汚水を排除する場合については、表３のとおり、水質区分に対応す

る使用料単価に汚水量を乗じた額を水量使用料に加算して徴収しています。

表３　水質使用料

下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のもの一般排水 ： 

中間排水 ： 

超える部分                  

工場その他の事業所から下水道に排除される汚水のうち、その排水量が月300㎥を

超え、月750㎥以下の部分                  

工場その他の事業所から下水道に排除される汚水のうち、その排水量が月750㎥を特定排水 ： 

使用者の使用状況により認定したものが下水道排水量）とみなして使用料を計算する水量使用料を

採用しています。

また、表２のとおり、主に一般家庭から排除される「一般排水」、工場その他の事業所から排除され

る「中間排水」「特定排水」に区分して使用料単価を設定しています。

表２　水量使用料

※消費税及び地方消費税相当額を除く

本市は、水道水を利用した場合、水道の使用水量を下水道排水量（水道水以外を利用した場合、

※消費税及び地方消費税相当額を除く

60

130

中間排水 184

特定排水 255 円

円

円

排水区分
水量使用料

（汚水排水量１㎥につき）

 公衆浴場及び共同浴場
一般排水

円

 その他

円12

円

円

円

17

49

１㎥あたりの使用料

生物化学的酸素要求量 浮遊物質量

104

175

円

37 円

81 円

138 円

項目別

水質区分

　　201㎎から　300㎎まで

　　301㎎から　600㎎まで

　　601㎎から1,000㎎まで

　1,001㎎から1,500㎎まで
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　③組織

また、令和２年４月１日現在、下記の組織体制で事業を運営しており、上下水道局全職員43人

のうち下水道事業として15人配置しています。（表４参照）

職員数の推移については、平成23年４月１日現在の13人から令和２年４月１日現在では15人と

※会計年度任用職員（パートタイムを除く）

本市は、上下水道事業に管理者を置かず、管理者の権限を市長が行っており、市長の権限に

属する事務を行うため上下水道局を設置しています。（図２参照）

なり、この10年間で２人増加しています。ただし、令和２年４月１日現在については、地方公務員法及

表４　下水道事業職員数（令和２年４月１日現在）

び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員数を含

めています。（図３参照）

図２　天理市上下水道局　組織体制（令和２年４月１日現在）

下水道課 施設係

事業係

管理者
（市長）

上下水道局 工務係

浄水課 浄水係

施設整備係

総務経営課 庶務係

営業推進係

経営管理室 経営管理係

給水課 給水係

1 1 15

再任用職員
会計年度
任用職員

計職   名 事務職員 技術職員

職員数 8 5
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（２）これまでの主な経営健全化の取組

図３　下水道事業職員数の推移（令和２年４月１日現在）

本市は、平成22年４月より水道事業と下水道事業の組織統合を行い、効率的な業務の遂行に向け

て組織構成・事務分掌を見直しました。

施設面では、「下水道長寿命化支援制度」（平成20年国土交通省）の実施要綱に基づき、下水道

平成23年７月からは、水道料金とともに下水道使用料の徴収、窓口業務等を包括的民間委託する

ことで人件費の抑制や事務の効率化を図りました。

施設の現状を把握し、中長期的な視点に立って今後の維持管理方針を示した「天理市下水道長寿

命化対策基本構想」と、その実施計画である｢天理市下水道長寿命化計画」を策定しました。この計

画に基づき、管路改築更新工事を効率的に進めています。この事業費の財源として、上記の支援制

度にある国庫補助金を活用し、本市の財政負担の軽減を図っています。
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析

　

　（類似団体）

処理区域内人口 ３万人以上

処理区域内人口密度 50人/ha未満

供用開始後年数 30年以上

　（類似団体）

供用開始後年数 30年以上

　（類似団体）

供用開始後年数 15年以上

なお、本市では３事業を同一会計で運営していますが、経営比較分析表については事業別に作

総務省から示された「経営比較分析表」を用いて、下水道事業の経年比較や類似団体との比較等

　〇農集（供用開始後年数により区分）

　類似団体については、事業別に下記のとおり区分しています。

　〇特環（供用開始後年数により区分）

　〇公共（処理区域内人口、処理区域内人口密度及び供用開始後年数により区分）

成しています。（経営比較分析表（平成30年度決算）参照）

　また、経営指標の算出式については、表５、６に示しています。

を行い、経営指標の状況を分析しました。
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「
経
常
収
支
比
率
」
、

「
累
積
欠

損
金
比
率

」
、
「
流

動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠

老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均

を
算
出
し

て
い

ま
す

。

経
営

比
較

分
析

表
（

平
成

3
0
年

度
決

算
）

奈
良

県
　

天
理

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

8
6
.
4
2

7
5
8
.
3
8

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

法
適
用

下
水

道
事
業

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

D
1

非
設
置

6
5
,
5
3
9

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

-
4
4
.
3
0

1
7
.
3
9

8
4
.
0
0

2
,
8
0
8

1
1
,
2
5
0

3
.
6
5

3
,
0
8
2
.
1
9

　
①

有
形

固
定
資

産
減

価
償

却
率
・

②
管

渠
老

朽
化
率

・
③
管

渠
改

善
率
と

も
類

似
団

体
平
均

値
を

下
回

っ
て
い

る
。

　
現

在
、

法
定
耐

用
年

数
を

超
え
た

管
は

無
い

が
、
固

定
資
産

台
帳

か
ら
み

て
昭

和
5
0
年
代
よ

り
償

却
が

始
ま
っ

て
い
る

こ
と

か
ら
、

①
有

形
固

定
資
産

減
価

償
却

率
は
年

々
増
加

傾
向

で
あ
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
特

定
環

境
保
全

公
共

下
水

道
区
域

は
、

公
共

下
水
道

区
域
に

比
べ

て
人
口

密
度

も
低

く
、
経

費
に

対
す

る
使
用

料
収
入

が
小

さ
く
な

っ
て

い
る

。
ま
た

、
既

に
投

資
し
た

管
渠
整

備
の

減
価
償

却
費

及
び

企
業
債

元
利

償
還

金
が
大

き
く
影

響
し

、
経
営

状
況

を
圧

迫
し
て

い
る

。
そ

の
た
め

、
企
業

債
元

利
償
還

金
等

に
関

し
て
は

、
一

般
会

計
か
ら

の
繰
入

金
に

依
存
し

て
お

り
、

今
後
も

頼
ら

ざ
る

を
得
な

い
状
況

で
あ

る
。

　
維

持
管

理
費
用

の
コ

ス
ト

ダ
ウ
ン

を
検

討
し

、
管
路

更
新
に

つ
い

て
も
精

査
し

た
計

画
が
必

要
で

あ
る

。

【
】

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経

常
収

支
比
率

は
、

平
成

3
0
年
度

に
お

い
て

1
0
0
％

を
超

え
て

い
る

が
、
類

似
団

体
平

均
値
を

下
回

っ
て

い
る
。

②
累

積
欠

損
金
は

、
発

生
し

て
い
な

い
。

③
流

動
比

率
は
、

平
成

3
0
年

度
に
お

い
て

類
似

団
体
平

均
値
を

下
回

っ
て
お

り
、

短
期

的
な
支

払
能

力
は

低
い
と

考
え
ら

れ
る

。
④
企

業
債

残
高
対

事
業

規
模

比
率
は

、
平

成
2
9
年
度
か

ら
基
準

内
繰

入
の
算

定
方

法
の

変
更
に

よ
り

、
企

業
債
残

高
の
う

ち
一

般
会
計

が
負

担
す

べ
き
額

が
増

加
し

た
た
め

、
見
か

け
上

、
大
幅

に
減

少
傾

向
と
な

っ
て

い
る

。
⑤
経

費
回

収
率
は

、
平

成
2
9
年
度
か

ら
類

似
団

体
平
均

値
を
上

回
っ

て
い
る

が
、

1
0
0
％

に
は

達
し

て
い
な

い
。

⑥
汚

水
処

理
原
価

は
、

平
成

3
0
年
度

に
お

い
て

類
似
団

体
平
均

値
を

下
回
っ

て
い

る
。

⑦
施

設
利

用
率
は

、
県

の
流

域
下
水

道
処

理
施

設
を
利

用
し
て

い
る

た
め
無

い
。

⑧
水

洗
化

率
は
、

平
成

3
0
年

度
に
お

い
て

類
似

団
体
平

均
値
と

同
程

度
で
あ

る
。

　
以

上
の

結
果
か

ら
、

①
②

よ
り
単

年
度

収
支

は
黒
字

で
あ
り

、
累

積
欠
損

金
は

発
生

し
て
い

な
い

が
、

④
よ
り

一
般
会

計
か

ら
の
繰

入
金

に
依

存
し
な

が
ら

企
業

債
を
償

還
し
て

い
る

。
ま
た

、
⑤

が
1
0
0
％
に

達
し

て
い
な

い
こ

と
か

ら
、

汚
水

処
理
に

要
し

た
費

用
を
使

用
料

の
み

で
賄
え

て
い
な

い
状

況
で
あ

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

0
.0
0

0
.0
2

0
.0
4

0
.0
6

0
.0
8

0
.1
0

0
.1
2

0
.1
4

0
.1
6

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

平
均
値

0
.0
7

0
.0
8

0
.0
4

0
.1
5

0
.0
6

8
8.

0
0

9
0.

0
0

9
2.

0
0

9
4.

0
0

9
6.

0
0

9
8.
0
0

1
00
.
00

1
02
.
00

1
04
.
00

1
06
.
00

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

9
7.
6
4

1
00
.
35

9
8.
4
5

1
01
.
72

1
01
.
00

平
均
値

9
3.
6
2

9
9.
0
7

1
01
.
17

1
03
.
61

1
02
.
95

0
.0
0

5
.0
0

1
0.
0
0

1
5.
0
0

2
0.
0
0

2
5.
0
0

3
0.
0
0

3
5.
0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

1
1.
7
0

1
4.
0
6

1
6.
4
2

1
8.

7
5

2
1.
1
0

平
均
値

2
3.
3
3

2
5.
0
7

2
8.
4
8

2
8.

5
9

2
6.
5
6

0
.0
0

0
.1
0

0
.2
0

0
.3
0

0
.4
0

0
.5
0

0
.6
0

0
.7
0

0
.8
0

0
.9
0

1
.0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

平
均
値

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

①
経
常

収
支

比
率

(
％
)

0
.0
0

1
0.

0
0

2
0.

0
0

3
0.

0
0

4
0.

0
0

5
0.

0
0

6
0.

0
0

7
0.

0
0

8
0.

0
0

9
0.

0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

0
.0
0

0
.0
0

5
3.
5
3

0
.0
0

0
.0
0

平
均
値

5
0.
4
3

6
4.
7
6

6
8.
9
3

8
0.
6
3

2
7.
0
2

0
.0
0

1
0.
0
0

2
0.
0
0

3
0.
0
0

4
0.
0
0

5
0.
0
0

6
0.
0
0

7
0.
0
0

8
0.
0
0

9
0.
0
0

1
00
.
00

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

7
0.
9
3

5
9.
2
8

2
8.
6
3

5
4.
4
8

4
2.
5
4

平
均
値

3
4.
2
9

8
8.
1
8

7
0.
4
2

7
0.
9
2

6
0.
6
7

0
.0
0

5
00
.
00

1
,0
0
0.
0
0

1
,5
0
0.
0
0

2
,0
0
0.
0
0

2
,5
0
0.
0
0

3
,0
0
0.
0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

2
,7
5
4.
2
0

2
,5
6
9.
1
2

2
,5
1
5.
4
4

4
57
.
31

3
69
.
15

平
均
値

1
,5
0
4.
2
1

1
,3
9
0.
8
6

1
,4
6
7.
9
4

1
,1
4
4.
9
4

1
,2
5
2.
7
1

0
.0
0

2
0.

0
0

4
0.

0
0

6
0.
0
0

8
0.

0
0

1
00
.
00

1
20
.
00

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

4
1.
7
9

4
3.
6
1

4
3.
7
1

9
6.
2
1

9
5.
6
6

平
均
値

6
7.
4
1

7
6.
8
5

8
3.
3
0

8
8.
1
6

8
7.
0
3

0
.0
0

5
0.
0
0

1
00
.
00

1
50
.
00

2
00
.
00

2
50
.
00

3
00
.
00

3
50
.
00

4
00
.
00

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

3
36
.
51

3
27

.
34

3
25
.
51

1
50
.
00

1
50

.
00

平
均
値

2
16
.
49

1
98

.
40

1
84
.
56

1
73
.
89

1
77

.
02

0
.0
0

5
.0
0

1
0.
0
0

1
5.
0
0

2
0.
0
0

2
5.
0
0

3
0.
0
0

3
5.
0
0

4
0.
0
0

4
5.
0
0

5
0.
0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該
値

-
-

-
-

-

平
均
値

3
8.

4
1

3
9.
2
5

4
3.
1
8

4
2.
3
8

4
6.
1
7

8
2.
0
0

8
3.
0
0

8
4.
0
0

8
5.
0
0

8
6.
0
0

8
7.
0
0

8
8.
0
0

8
9.
0
0

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

当
該

値
8
4.
3
1

8
5.
8
6

8
6.
1
9

8
7.
0
2

8
7.
6
0

平
均
値

8
6.
2
8

8
6.
4
3

8
6.
4
3

8
7.
0
1

8
7.
8
4

②
累
積

欠
損
金

比
率

(
％
)

③
流
動

比
率

(
％

)
④

企
業

債
残

高
対

事
業
規

模
比
率

(
％

)

⑤
経
費

回
収

率
(
％
)

⑥
汚
水

処
理
原

価
(
円
)

⑦
施
設

利
用
率

(
％
)

⑧
水

洗
化
率

(
％

)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(
％

)
②

管
渠

老
朽
化

率
(
％

)
③

管
渠

改
善

率
(
％
)

【
1
01
.9
2】

【
8
8.
06
】

【
5
4.
23
】

【
1
,2
09
.4
0】

【
8
3.
36
】

【
4
2.
82
】

【
2
19
.4
6】

【
7
4.
48
】

【
2
4.
88
】

【
0
.0
1】

【
0
.1

2】
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グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

平
成

3
0
年

度
全

国
平

均

※
　
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠

損
金

比
率
」
、
「
流

動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠

老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団

体
平
均
値
及
び
全
国
平
均

を
算
出
し

て
い
ま
す

。

経
営

比
較

分
析

表
（

平
成

3
0
年

度
決

算
）

奈
良

県
　

天
理

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

8
6
.
4
2

7
5
8
.
3
8

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
処

理
区

域
内

人
口

(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

法
適
用

下
水
道
事
業

農
業
集
落
排
水

F
2

非
設
置

6
5
,
5
3
9

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

-
5
0
.
2
0

1
.
9
7

7
7
.
1
8

2
,
8
0
8

1
,
2
7
3

0
.
8
2

1
,
5
5
2
.
4
4

①
有

形
固
定
資
産

減
価
償
却

率
・
②
管
渠

老
朽
化
率
・

③
管
渠

改
善
率
と
も

類
似
団
体

平
均
値
を
下

回
っ
て
い
る

。
　
山

間
部
で
の
供

用
開
始
が

平
成
９
年
か

ら
で
あ
る
た

め
、

現
在
、
法
定

耐
用
年
数

を
超
え
た
管

渠
は
無
い
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
農

業
集
落
排
水

事
業
は
、

処
理
区
域
が

本
市
の
東
部

山
間
地

区
に
あ
る
た

め
、
平
野

部
に
比
べ
て

人
口
密
度
も

低
く
、

経
費
に
対
す

る
使
用
料

収
入
が
小
さ

く
な
っ
て
い

る
。

ま
た
、
一
定

の
整
備
が

完
了
し
、
既

に
投
資
し
た

施
設
や

管
渠
の
減
価

償
却
費
及

び
企
業
債
元

利
償
還
金
が

大
き
く

影
響
し
、
経

営
状
況
を

圧
迫
し
て
い

る
。
そ
の
た

め
、

使
用
料
収
入

で
費
用
全

体
を
賄
え
な

い
こ
と
か
ら

、
一
般

会
計
か
ら
の

繰
入
金
に

依
存
し
て
お

り
、
今
後
も

頼
ら
ざ

る
を
得
な
い

状
況
で
あ

る
。

　
水

洗
化
率
の
向

上
及
び
施

設
維
持
に
お

け
る
コ
ス
ト

ダ
ウ
ン

等
を
図
っ
て

い
く
必
要

が
あ
る
。

【
】

分
析
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表６　経営指標の算出式（老朽化の状況）

表５　経営指標の算出式（経営の健全性・効率性）

企業債現在高合計－一般会計負担額

営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金

×100
汚水処理費（公費負担分を除く）

汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量

晴天時一日平均処理水量
×100

晴天時現在処理能力

×100

下水道使用料

水 洗 化 率 （％）
現在水洗便所設置済人口

×100
現在処理区域内人口

汚 水 処 理 原 価 （円）

施 設 利 用 率 （％）

企 業 債 残 高
対事業規模比率

（％）

経 費 回 収 率 （％）

累積欠損金比率 （％）
当年度未処理欠損金

×100
営業収益－受託工事収益

流 動 比 率 （％）
流動資産

×100
流動負債

項　目 算出式

経 常 収 支 比 率 （％）
経常収益

×100
経常費用

管 渠 改 善 率 （％）

改善（更新・改良・修繕）管渠延長

×100

下水道布設延長

有 形 固 定 資 産
減 価 償 却 率

（％）
有形固定資産減価償却累計額

×100

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

管 渠 老 朽 化率 （％）
法定耐用年数を経過した管渠延長

×100

下水道布設延長

項　目 算出式
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３．将来の事業環境

（１）処理区域内人口及び年間有収水量の予測

　各年度の汚水処理人口及び年間有収水量の推移については、図４のとおりです。

（２）使用料収入の見通し

人口予測値について、社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計値（平成30年度）を基本とし、

使用料収入は、（１）処理区域内人口及び年間有収水量の予測に基づき、現行の使用料を据え置

きした場合、今後10年間で約12.6％の減少が見込まれます。（図５参照）

平成30年度（実績年度）における当該予測値と実績値の差を下方修正し推計したところ、処理区域

内人口は令和２年度の63,733人から令和11年度には58,410人と5,323人減少となる見込みです。

また、年間有収水量は、工場排水の減少及び節水器具の普及や人口減少等により、令和２年度の

7,597千㎥から令和11年度には6,962千㎥と今後10年間で約8.4％減少すると見込まれます。

図４　処理区域内人口及び年間有収水量の推移（実績・予測）

図５　使用料収入の推移（実績・予測）
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（３）組織の見通し

４．経営の基本方針

（１）下水道ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の改築・更新

（２）農業集落排水施設の機能保全のための老朽化対策

今後は、国の補助制度の変更に伴い、「下水道長寿命化支援制度」に代わって、「下水道ストック

実に推進するための中期的な取組の方向性を示したインフラ長寿命化計画（行動計画）を策定し、

健全な下水道経営の維持と施設・管路の適正な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努め

職員数を年齢構成別にみると、令和２年４月１日現在、下水道事業職員数のうち40％が50歳以上

の職員であり、今後ベテラン職員の退職による技術力の低下が課題となっています。（図６参照）

図６　下水道事業年齢別職員数（令和２年４月１日現在）

るため、下記の項目を重視して取り組みます。

公共の管路施設については、長寿命化計画（第１次：平成25年度から平成29年度まで、第２次：平

成30年度から令和２年度まで）に基づき、改築更新工事を実施してきました。

場）の点検・調査、修繕・改築を実施します。

マネジメント支援制度」（平成28年４月国土交通省）の実施要綱に基づき、施設管理計画（下水道ス

トックマネジメント計画）を策定し、令和３年度からは、下水道施設全体（管路施設及び雨水ポンプ

各自治体に対して具体的対応方針を定めた個別施設計画の策定を求めています。

今後は、農業集落排水施設４地区の老朽化に対する機能診断と個別施設計画が調整された最適

整備構想を策定し、これに基づいて老朽化対策を進めていきます。

農業集落排水施設を所管する農林水産省では、平成26年８月にインフラの維持管理・更新等を着
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（３）経営基盤強化への取組

（４）職員数の確保、技術継承

で、再投資に必要な内部留保資金の確保が求められます。

企業債の新規借入については、一定程度の借入を行う必要がありますが、今後もできる限り抑制す

ることで支払利息の負担軽減を図り、使用料収入の減少に対応できる経営基盤の強化を図ります。

ベテラン職員の退職による職員数の減少や在職職員への技術継承が課題になっていることを踏ま

本市では、下水道整備が概ね完了し維持管理の時代を迎えています。持続可能な下水道事業の

え、人材育成がより効果的に実施できるよう職員の年齢構成の適正化に努めます。

計画的な投資により、国庫補助金及び一般会計からの繰入金等の財源の確保に努めます。また、

経営を行うには、経営基盤の強化が重要です。今後も使用料収入の減少が避けられない状況の中

員が培ってきた技術の正確な継承と在職職員の技術力を向上するための研修の充実を図ります。

また、下水道事業を継続していく上で、技術継承が必要な業務を検討していくとともに、ベテラン職
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５．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　①収支計画のうち投資についての説明

　②収支計画のうち財源についての説明

一般会計からの繰入金については、年々減少傾向にありますが、総務省から通知される「地方公

また、国庫補助金については、現行の補助基準（「社会資本整備総合交付金交付要綱」及び

経営の基本方針に基づき、今後も投資を進めていきます。これにより、建設改良費を算出したとこ

ろ、令和２年度から令和11年度までの10年間で約42億円を見込んでいます。

管路については、コンクリート管の現状レベルの健全率を確保することを目標に、点検・調査の結

降は、点検・調査の結果に基づき、年間１ｋｍ程度を計画的に進めます。

収支計画上、令和元年度までの企業債残高は、主に下水道整備事業により借入れたもので、

留保資金の確保を行います。

年々減少傾向にあります。ただし、下水道使用料は今後も減少する見込みである一方、下水道施設

安定した下水道事業を持続させるために、経費削減努力と経営の効率化を図りつつ、一定の内部

で約10億円を財源として計上しています。

の更新に多くの経費が必要となるため、事業費の一部に企業債を活用します。令和２年度から令和

11年度までの10年間で約17億円の新規借入を計上しています。　

果、緊急度Ⅱ以下と判定された管路の改築更新を進めます。令和７年度までの間に約５ｋｍ、それ以

雨水ポンプ場については、重要施設としての耐震診断を実施し、その結果、必要となった補強を進

　本市下水道事業の投資・財政計画（収支計画）は別紙１、２のとおりです。

　以上の結果から、内部留保資金については、計画期間内では維持できる見込みとなりました。

めていきます。その後、過去の改築において更新されていない受変電設備、機械設備等を中心に

持続的な機能確保のための改築を進めます。

農業集落排水施設については、令和８年度以降、藤井地区処理場、長滝地区処理場から順次更

新していきます。

「農山漁村地域整備交付金交付要綱」）に基づき試算を行い、令和２年度から令和11年度の10年間

営企業繰出金について（通知）」による基準内繰入金と、将来的に資金不足が生じないよう基準外繰

入金を含めて計上しています。
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　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　①投資について検討状況等

　②財源について検討状況等

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

そ の 他 の 取 組 　現在のところ特になし。

　（動力費）

　各施設に係る経費について、過去５箇年実績の平均値程度である一律6,500千円と設定します。

使用料の見直しに関する事項

95,100千円と設定します。

　また、退職給付費については、今後の職員の退職を見込み、一律5,000千円と設定します。

技術継承と人材育成を進めていく必要があるため、将来の職員構成を見込み、基本給を一律

　（職員給与費）

経営比較分析表や各経営指標などを用いて毎年検証するとともに、５年を目安として経費回収率

の向上手法等の見直しを行う予定であるが、事業環境の変化に応じて随時見直しを行います。

民 間 活 力 に 関 す る 事 項
（ PPP ／ PFI な ど ）

当面は特にないが、今後の事業状況に応じて活用の検討を

する。

そ の 他 の 取 組 　現在のところ特になし。

　（委託料）

　現在の委託状況や今後の各施設の維持管理等に係る必要な経費を設定しています。

収支計画上、一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない収益

構成となっているが、下水道事業として独立採算制による経営

を行っていくためには、使用料で汚水処理原価を賄っていくこと

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

現在遊休資産は無いが、現在行っている債券運用を継続して

行う。

投資の平準化に関する事項

　（修繕費）

　今後発生すると見込まれる管路の部分更生及び施設の機器類等に係る経費を設定しています。

健全な下水道経営を行うためにも、今後更新か修繕かいずれが合理的か判断した上で、経費削

減に努めます。

が必要である。

今後の使用料の見直しについては、将来にわたって安定的に

経営が可能となるよう、経費削減努力を十分に行った上で、人

口や排水量等の動向に注視しながら慎重に検討する。

今後の県域全体の動向を注視しつつ、本市による有益性を検

ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の事故発生や

機能停止を未然に防ぎ、投資の平準化を図る。

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 最 適 化
に 関 す る 事 項

現在のところ、広域化等の具体的な検討は進んでいないが、

討する。
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3
,4

1
7

1
,1

0
2
,2

1
3

1
,0

9
1
,2

0
0

1
,0

9
3
,7

8
4

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

(N
)

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

(O
)

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

(P
)

1
,2

0
6
,5

7
2

1
,2

6
0
,6

3
2

1
,1

5
5
,0

1
4

1
,1

4
5
,1

9
5

1
,1

3
5
,4

2
0

1
,1

3
1
,9

5
3

1
,1

1
7
,9

1
1

1
,1

1
3
,4

1
7

1
,1

0
2
,2

1
3

1
,0

9
1
,2

0
0

1
,0

9
3
,7

8
4

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

う
ち

雨
水

処
理

負
担

金

営
業

外
収

益

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計

そ
の

他

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

材
料

費

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

支
払

利
息

雨
水

分

汚
水

分

流
動

負
債

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

―
―

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

×
1
0
0

）

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

―
―

―
―

累
積

欠
損

金
比

率
（

―
―

―
―

―

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
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別紙２
（法

適
用

企
業

・資
本

的
収

支
）

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

区
　

　
　

　
　

分
決

算
計

画
（
予

算
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

１
．

5
5
,5

0
0

7
7
,5

0
0

1
3
4
,6

0
0

1
7
6
,8

0
0

1
8
0
,8

0
0

2
2
9
,6

0
0

2
4
9
,1

0
0

1
5
3
,8

0
0

1
2
3
,0

0
0

1
1
4
,8

0
0

2
3
7
,3

0
0

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

２
．

1
4
6
,4

5
9

9
0
,3

2
8

1
0
4
,5

1
9

1
2
6
,3

3
6

1
0
3
,6

0
4

9
5
,7

2
3

6
4
,2

9
8

8
9
,3

7
6

7
7
,2

1
8

1
2
4
,7

2
9

1
0
2
,0

1
0

３
．

1
7
5
,4

9
9

1
7
1
,8

9
3

1
6
9
,6

6
5

1
7
0
,7

3
6

1
6
7
,1

3
5

1
6
6
,4

4
7

1
6
3
,2

9
8

1
5
9
,4

7
1

1
4
9
,8

8
6

1
3
4
,4

2
9

1
0
4
,3

5
4

４
．

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

５
．

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

６
．

5
3
,4

6
0

4
3
,7

7
0

6
7
,1

2
0

1
0
9
,3

1
4

1
1
3
,3

0
4

1
6
2
,1

9
7

1
8
1
,6

5
6

8
6
,3

2
3

5
5
,5

3
0

4
7
,3

1
3

1
6
9
,8

6
1

７
．

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

８
．

9
,4

7
1

1
,2

2
2

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

９
．

1
,1

6
9

1
1
,1

2
7

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

(A
)

4
4
1
,5

5
8

3
9
5
,8

4
0

4
8
4
,9

0
4

5
9
2
,1

8
6

5
7
3
,8

4
3

6
6
2
,9

6
7

6
6
7
,3

5
2

4
9
7
,9

7
0

4
1
4
,6

3
4

4
3
0
,2

7
1

6
2
2
,5

2
5

(B
)

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

(C
)

4
4
1
,5

5
8

3
9
5
,8

4
0

4
8
4
,9

0
4

5
9
2
,1

8
6

5
7
3
,8

4
3

6
6
2
,9

6
7

6
6
7
,3

5
2

4
9
7
,9

7
0

4
1
4
,6

3
4

4
3
0
,2

7
1

6
2
2
,5

2
5

１
．

2
4
2
,4

7
2

3
1
7
,0

3
1

3
6
3
,4

7
0

4
2
9
,7

7
8

4
4
1
,6

8
4

4
9
5
,8

5
4

6
0
4
,4

8
5

3
8
6
,6

2
4

2
9
9
,3

6
9

2
8
6
,1

2
6

5
3
8
,7

0
7

2
7
,4

1
4

3
0
,3

7
9

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

2
4
,3

0
0

２
．

1
,4

2
4
,8

1
3

1
,3

7
5
,6

8
1

1
,3

5
3
,8

7
2

1
,3

1
1
,2

1
0

1
,2

4
6
,8

7
6

1
,1

6
5
,2

9
1

1
,0

6
8
,6

3
8

9
9
2
,7

8
5

8
9
6
,9

3
3

8
2
4
,6

4
5

7
3
4
,8

3
4

３
．

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

４
．

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

５
．

1
,1

6
9

1
1
,1

2
7

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

(D
)

1
,6

6
8
,4

5
4

1
,7

0
3
,8

3
9

1
,7

2
2
,3

4
2

1
,7

4
5
,9

8
8

1
,6

9
3
,5

6
0

1
,6

6
6
,1

4
5

1
,6

7
8
,1

2
3

1
,3

8
4
,4

0
9

1
,2

0
1
,3

0
2

1
,1

1
5
,7

7
1

1
,2

7
8
,5

4
1

(E
)

1
,2

2
6
,8

9
6

1
,3

0
7
,9

9
9

1
,2

3
7
,4

3
8

1
,1

5
3
,8

0
2

1
,1

1
9
,7

1
7

1
,0

0
3
,1

7
8

1
,0

1
0
,7

7
1

8
8
6
,4

3
9

7
8
6
,6

6
8

6
8
5
,5

0
0

6
5
6
,0

1
6

１
．

1
,1

2
8
,8

7
9

1
,2

2
8
,8

9
3

1
,2

1
4
,0

8
8

1
,1

2
8
,2

8
0

1
,0

9
3
,4

9
6

9
7
6
,5

6
7

9
7
6
,1

5
3

8
6
3
,0

2
6

7
6
8
,5

0
7

6
6
7
,9

1
5

6
2
6
,6

9
9

２
．

8
5
,9

4
2

5
8
,1

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

1
2
,0

7
5

2
0
,9

6
5

2
3
,3

5
0

2
5
,5

2
2

2
6
,2

2
1

2
6
,6

1
1

3
4
,6

1
8

2
3
,4

1
3

1
8
,1

6
1

1
7
,5

8
5

2
9
,3

1
7

(F
)

1
,2

2
6
,8

9
6

1
,3

0
7
,9

9
9

1
,2

3
7
,4

3
8

1
,1

5
3
,8

0
2

1
,1

1
9
,7

1
7

1
,0

0
3
,1

7
8

1
,0

1
0
,7

7
1

8
8
6
,4

3
9

7
8
6
,6

6
8

6
8
5
,5

0
0

6
5
6
,0

1
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(G
)

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―

(H
)

1
3
,7

9
1
,1

4
1

1
2
,4

9
2
,9

6
0

1
1
,2

7
3
,6

8
8

1
0
,1

3
9
,2

7
8

9
,0

7
3
,2

0
2

8
,1

3
7
,5

1
1

7
,3

1
7
,9

7
3

6
,4

7
8
,9

8
8

5
,7

0
5
,0

5
5

4
,9

9
5
,2

1
0

4
,4

9
7
,6

7
6

※
令

和
２

年
度

は
令

和
元

年
度

か
ら

の
繰

越
等

を
含

め
て

計
上

し
て

い
ま

す
。

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

区
　

　
　

　
　

分
決

算
計

画
（
予

算
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1
,1

9
8
,6

7
7

1
,2

1
1
,6

2
6

1
,1

2
5
,8

1
6

1
,1

0
2
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2
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1
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7
9
,2

6
1
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8
7
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3
0

1
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7
2
,4

0
4

1
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5
1
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1
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2
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,8

9
6

9
9
0
,8

4
2

9
9
3
,6

3
6

7
5
6
,1

4
7

7
3
5
,1

0
4

7
1
5
,0

0
0

6
9
5
,0

0
0

6
7
5
,0

0
0

6
5
5
,0

0
0

6
3
5
,0

0
0

6
1
5
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0
0

5
9
5
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0
0

5
7
5
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0
0

5
5
5
,0

0
0

4
4
2
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0

4
7
6
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2
2

4
1
0
,8
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4
0
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2
8

4
0
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6
1

4
3
2
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3
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4
3
7
,4

0
4

4
3
6
,1

5
3

4
2
7
,8

9
6

4
1
5
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4
2

4
3
8
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3
6

3
2
1
,9

5
8

2
6
2
,2

2
1

2
7
4
,1

8
4

2
9
7
,0

7
2

2
7
0
,7

3
9

2
6
2
,1

7
0

2
2
7
,5

9
6

2
4
8
,8

4
7

2
2
7
,1

0
4

2
5
9
,1

5
8

2
0
6
,3

6
4

1
7
5
,4

9
9

1
7
1
,8

9
3

1
6
9
,6

6
5

1
7
0
,7

3
6

1
6
7
,1

3
5

1
6
6
,4

4
7

1
6
3
,2

9
8

1
5
9
,4

7
1

1
4
9
,8

8
6

1
3
4
,4

2
9

1
0
4
,3

5
4

1
4
6
,4

5
9

9
0
,3

2
8

1
0
4
,5

1
9

1
2
6
,3

3
6

1
0
3
,6

0
4

9
5
,7

2
3

6
4
,2

9
8

8
9
,3

7
6

7
7
,2

1
8

1
2
4
,7

2
9

1
0
2
,0

1
0

1
,5

2
0
,6

3
5

1
,4

7
3
,8

4
7

1
,4

0
0
,0

0
0

1
,4

0
0
,0

0
0

1
,3

5
0
,0

0
0

1
,3

5
0
,0

0
0

1
,3

0
0
,0

0
0

1
,3

0
0
,0

0
0

1
,2

5
0
,0

0
0

1
,2

5
0
,0

0
0

1
,2

0
0
,0

0
0

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

純
計

(A
)-

(B
)

う
ち

基
準

内
繰

入
金

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金
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１．水道事業等の統合に関する基本方針の策定にあたって 

（１）主旨 

水道事業等の統合に関する基本方針（以下、「本方針」という。）は現時点での県域水道

一体化の絵姿と今後の進め方をとりまとめたものである。本方針は、今後の統合に向けて

協議検討を進めていくためのベースとなるものである。 

 

  （２）県域水道一体化の必要性 

県内の水道事業者が抱える課題を、各々が単独で対応していくには限界がある。とりわ

け、人口減少に伴う給水収益の先細りにより適切な更新事業費の確保が困難になることや、

水道事業の維持に対して十分な技術力・人員の確保が困難になっていくことは明らかであ

る。 

今後も安全・安心な水道水を将来に渡って持続的に供給するうえで、水道の理想像であ

る「持続」、「強靱」、「安全」の確保、水道サービスの向上及び平準化並びに水道料金の上

昇抑制を図ることが必要となる。そのためには水道の広域化が有効な手段であることから、

「県域水道一体化推進」が必要である。 

〇県域水道一体化による効果 

 ・水道施設・管路の耐震化の促進 

 ・水質管理体制の強化 

 ・専門職員を確保しながら職員数の適正化 

 ・施設共同化による建設改良費、維持管理費の削減 

 ・水道料金の上昇の抑制 

 

  （３）対象となる事業体 

    対象となる事業体は、奈良県、奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、

御所市、生駒市、香芝市、葛󠄀城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀

町及び下市町（以下「関係団体」という。）並びに奈良広域水質検査センター組合（これ

ら併せて以下「関係団体等」という。）。 

 

（４）統合時期及び形態 

関係団体等は、各々が経営する、用水供給事業、水道事業及び共同処理している水質検

査業務を統合して、県域水道一体化による新たな経営主体として（仮称）奈良県広域水道

企業団（以下「企業団」という。）を設立する。設立及び事業開始時期については、令和

６年度までに企業団を設立するとともに、令和７年度までに事業を開始し、国の交付金制

度を活用した広域化事業の事業採択を目指す。統合の形態は事業統合とし、企業団設立後、

各々が取得している水道法の事業認可を廃止し、新たに企業団として単一の事業認可を速

やかに取得する。 

    

（５）基本協定の締結 

企業団設立に必要となる基本的な合意事項（以下「基本協定」という。）について、企
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業団設立時までに合意して、締結することを目指す。基本協定の締結時には、（仮称）奈

良県広域水道企業団基本計画（施設整備や財政運営等に係る基本的な合意事項をとりまと

めたもの）を策定する必要があり、企業団の設立及び当面の運営方針について関係団体等

で共有しておくものとする。 

  ［企業団設立に向けた検討フロー］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施設・管路整備についての基本的事項 

（１）企業団における浄水場運用 

   ・県営水道区域にある浄水場は順次統廃合を進め、将来的に御所浄水場、桜井浄水場及び

緑ヶ丘浄水場で運用する。 

・五條・吉野区域にある小島浄水場、桜ヶ丘浄水場、飯貝浄水場及び下市町浄水場につい

ては継続して運用していく浄水場となることから、連絡管やダウンサイジングも考慮し

た更新を行い運用する。 

・何れの区域についても山間部の小規模浄水場（配水池、ポンプ施設を含む。）について

は継続して運用していくこととするが、今後の施設整備計画で運営に効率性がみられる

場合は、適宜連絡管の整備等を行ったうえで廃止し、他浄水場からの供給を受けるもの

とする。 

 

（２）基幹管路更新の積極的な推進 

   ・更なる強靭な水道を維持するため、積極的に管路更新を推進する。 

   ・更新に際しては、重要度や優先度等を考慮し、当面の間は、基幹管路の更新を重点的に

行うものとする。 

 

（３）（仮称）奈良県広域水道施設整備計画の策定 

・県域の水道施設について、広域的な観点から施設再編整備を検討すると共に、国の交付

金制度を最大限に活用するため、企業団の設立時までに、（仮称）奈良県広域水道施設整

備計画を策定する。 
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・（仮称）奈良県広域水道施設整備計画は、浄水場の統廃合、配水池の共同化、連絡管の

整備等を対象とする（仮称）広域化施設整備計画及び既存施設の更新等を対象とする（仮

称）経年施設更新計画から構成される。 

・企業団は、水道水の安定供給に必要な施設更新について、関係団体の更新実績（※）を

保証し、又は各関係団体の水道施設整備計画を尊重するものとする。 

    ※更新実績の考え方：更新実績については、対象施設、実績年数、管路延長、投資額

実績等、考慮すべき事項が多い。これらについては、今後、協議のうえ定めていく

ものとする。 

 

  （４）浄水場運転管理・配水管理の拠点整備 

   ・浄水場運転・配水管理の拠点は、奈良県広域水道センター、御所浄水場、桜井浄水場、

緑ヶ丘浄水場及び桜ヶ丘浄水場の 5拠点を基本に集約化を目指す。また、管理の効率化

及び機器更新費用の大幅な削減により、投資コストを抑制する。 

・監視制御装置の更新に際してはＣＰＳ/ＩｏＴの採用等により管理基準の統一化及び投

資コストの抑制を図る。 

 

３．企業団本部及び事務所についての基本的事項 

（１）企業団本部の設置及び業務の効率化 

   ・企業団運営にあたり企業団本部を設置し、総務、人事、経理、施設管理等、企業団の管

理運営業務を本部で集中して行うことにより、事務の効率化を推進する。 

  

  （２）事務所 

   ・企業団設立当初における企業団の事務所は、関係団体等の事務所とする。一定期間経過

後、水道サービスの維持・向上を十分に配慮したうえで、（仮称）ブロック統括センタ

ーを設け事務所の集約を行うものとする。 

 

４．組織体制・職員に関する基本的事項 

（１）組織体制 

   ・企業団の意思決定機関として企業団議会を置き、定数、選出方法及び任期等については

企業団の規約で定めるものとする。 

・企業団の執行機関として企業長を置き、補助職員として副企業長及びその他の職員を置

く。 

・企業団の財務や事務を監査するため、監査委員を置く。 

・企業団の運営に際し予算・決算等重要事項の協議を行うため、関係団体の長で構成され

る運営協議会を設置する。 

 

  （２）職員 

    ・企業団は、企業団設立当初においては、業務運営の安定化を図るため、施設整備、維持

管理等の業務遂行に必要な人員を確保する必要がある。そのために関係団体等は、統合

前の関係団体等における職員数を企業団が確保できるよう、当面の間は関係団体から
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の職員派遣又は関係団体等からの身分移管による対応とする。その後順次、企業団への

身分移管又は企業団採用を進めることとする。 

・企業団は、最適な人員配置に努めるとともに、事業が確実に履行できる体制が構築され、

業務運営が安定してきた段階で、業務の一層の共通化・効率化を図っていくものとする。 

     

５．業務運営に関する基本的事項 

  （１）総務・経理・営業関係 

   ・企業団の事業運営を効率化するため、企業団の組織、職員、水道事業の運営に関連する

各種システム等は、関係団体等が相互に協力し早期に共同化するものとする。 

   ・窓口業務は、顧客サービスの向上を図りつつ、一定期間経過後、（仮称）ブロック統括

センターを設け、窓口の集約を目指す。 

    

（２）維持管理 

   ・施設及び管路の維持管理は、業務水準の向上及び平準化を行い、効率的かつ適正に対応

できるようにする。 

   ・給水装置工事の審査及び検査等の業務についても、水準の統一化を目指す。 

  

（３）水質管理 

・現在の公的水質検査機関のうち、奈良県水道局水質管理センター（桜井浄水場内）、奈

良市企業局水質管理室（緑ヶ丘浄水場内）及び奈良広域水質検査センター組合（御所浄

水場内）を組織的に一元化する。水源から蛇口までの水質管理を一元的に行うことで、

より質の高い水質管理を目指す。 

   ・これまで事業体ごとに策定している水質検査計画を企業団設立にあわせ統一する。 

   ・県域全体では給水エリアが広く、水需要量も異なり、配水末端までの到達時間に差があ

ることから、残留塩素濃度が偏在傾向（浄水場に近い市町村の濃度が高い傾向）となっ

ている。水質向上の観点から、追加塩素注入設備の整備により、給水末端において、偏

在傾向を解消することを目指す。 

 

（４）官民連携の積極的活用 

 ・基幹管路等の大規模な管路更新は、一体化によるスケールメリットを活かし発注規模を

より大きくすることが可能であるため、ＤＢ方式（設計・施工を一括して発注するデザ

インビルド方式をいう。）等による管路更新を推進する。 

 ・浄水場等の運転管理委託については、集約化を検討し、委託経費の削減及び効率化を目

指す。 

 ・料金徴収等の包括委託業務については、（仮称）ブロック統括センターの運営体制を考

慮した上で、集約化を検討し委託経費の削減及び効率化を目指す。 

・官民連携の活用の基本的事項は、今後検討し定めるものとする。 
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６．財政ルールに関する基本的事項 

（１）国交付金の活用 

   ・広域化に伴う施設統廃合等の施設整備を行うため、国の交付金制度である生活基盤施設

耐震化等交付金の「広域化事業」及び「運営基盤強化等事業」を活用する。 

 

（２）資産等の引継ぎに関する基本方針 

   ・業務運営、施設整備及び水道料金等に差異がある関係団体が、統合のメリットを最大限

に発揮し､全体最適化を目指すために、関係団体が所有する水道事業活動に伴い生み出

された資産等（資産、資本及び負債）は、内容を整理・把握したうえで全て企業団に引

き継ぐものとする。 

 

（３）水道事業の用に供さない資産等に関する基本方針 

   ・６．（２）に示す資産等（現金、積立金等の内部留保資金を除く。）のうち、以下に示す

ように、水道事業の用に供さない施設及び土地の取扱い並びに一部事務組合が所有す

る資産のうち関係団体以外の市町村に係る資産の取扱いについては、基本協定締結ま

でに関係団体で協議のうえ、対応方針を定めるものとする。 

     ○関係団体が所有する資産のうち、県域水道ファシリティマネジメント等により、既 

に廃止された、又は企業団設立までに廃止を予定している施設及び土地の取扱い 

     ○一部事務組合が所有する資産のうち、関係団体以外の団体に係る資産の取扱い 

  

（４）一般会計からの繰り入れルール等 

   ・水道事業等の統合後における関係団体の負担は、地方公営企業繰出基準に基づき協議の 

うえ定めるものとする。 

・統合前に用水供給事業及び水道事業に対し関係団体が一般会計において負担している

経費については、その負担の趣旨に基づき、統合後もその負担を継続するものとする。

ただし、将来の企業団の運営状況により必要のないものは繰り入れない。 

・累積欠損金がある場合は、基本協定締結時までに関係団体で協議のうえ、対応方針を定

めるものとする。 

 

（５）水道料金のルール 

   ・水道料金は、統合時において統一することを基本とし、企業団が健全な経営を維持でき

るよう適正な料金を設定するものとする。 

   ・水道料金以外の分担金、手数料の額等は、統合時において統一することを基本とする。 

 

  （６）セグメント会計 

   ・関係団体のうち、水道料金について統合効果がみられない団体については、セグメント

会計（※）とすることを可能とするが、一定の期間の後、料金統一することを確約する

ものとする。 

・セグメント会計に関する上記以外の具体的な財政ルール等の対応方針については、基本

協定締結時までに関係団体で協議のうえ定めるものとする。 
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（※）セグメント会計とは、企業団の経営方針に基づき、企業団会計の中に独立した会

計区分を設け、その会計区分の中で、独立的に運用することをいう。 

 

７．他事業の取扱いについての基本的事項  

（１）下水道事業等の取扱い 

   ・多くの関係団体で上水道事業と下水道事業の組織的な統合が行われているが、企業団は、

企業団設立にあたり、下水道事業を引き継がないものとする。ただし、関係団体が実施

している下水道事業等のうち水道事業と不可分な業務（※）について、引き続き関係団

体からの委託等により行うことができるものとする。この場合において、実施形態及び

費用負担の取扱いは別途定めるものとする。 

   （※）下水道事業等のうち水道事業と不可分な業務とは、料金徴収業務のように上下水道

事業で一体的に発注されており明らかに効率的なものや総務事務等、上下水道事業

で既に組織的に一体的運用しているものをいう。  

   

（２）奈良広域水質検査センター組合が実施している県内 11村の水質検査の取扱い 

・奈良広域水質検査センター組合が現在行っている関係団体以外の県内 11 村の水質検査

事務については、企業団での受託等を含め、その対応方針について、基本協定締結時ま

でに協議検討するものとする。 

   

（３）簡易水道事業等の扱い 

   ・関係団体が経営する簡易水道事業、旧簡易水道事業及び飲料水供給施設等の維持管理並

びに未普及エリアの整備に関する対応方針については、基本協定締結時までに関係団体

で協議のうえ定めるものとする。 
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８．費用効果の検証 

以下の条件により財政シミュレーションを行い、単独経営と事業統合の効果を算出した。 

 

財政シミュレーション条件                     令和２年 11月 26日 

第２回水道サミット時点 

 

（共通条件） 

 ・シミュレーション期間：令和 30年度まで 

 ・シミュレーション対象：上水道事業を経営する 28市町村及び用水供給事業を経営する 

奈良県 

   ※財政シミュレーションは、（仮称）奈良県広域水道企業団設立準備協議会において、引き 

続き精査していく。 

（単独経営） 

・各市町村の実状に合わせて、各項目の予測値を設定。 

・将来の県水受水費を各市町村のシミュレーションに反映。 

・給水原価＝（営業費用＋営業外費用－長期前受金戻入）÷年間総有収水量 

・供給単価を下記条件により設定。 

 ①令和７年度以降、料金回収率が 100％を下回るまでは、令和６年度の供給単価をそのま

ま採用し、100％を下回る年度から、５年ごとに供給単価を見直し、５年間のうち最大

の給水原価を供給単価（端数切り上げ）として設定する。 

②その上で資金ショートが発生する場合、資金ショートが発生しない金額まで供給単価を

引き上げる。 

※繰入金比率（他会計繰入金合計（収益）／総収益）を 10%以上（令和１～令和 30平均）

見込む市町村については、上記設定を当てはめると経常利益が過大となるため、５年ご

とに経常収支がマイナスとならない水準で供給単価を設定する。 

 

（事業統合） 

 ・給水原価＝（営業費用＋営業外費用－長期前受金戻入）÷年間総有収水量 

・供給単価を下記条件により設定。 

 ①令和７年度以降、５年ごとに供給単価を見直し、５年間のうち最大の給水原価を供給単

価（端数切り上げ）として設定する。 

②その上で資金ショートが発生する場合、資金ショートが発生しない金額まで供給単価を

引き上げる。 

・施設共同化に係る事業費および投資削減額を反映。 

・令和７年度から令和 16 年度の期間は国の交付金（広域化事業、運営基盤強化等事業）を

財源として見込む。 

・浄水場の集約時期（ＦＭ事業除く）は各浄水場資産の実使用年数によるアセットマネジメ

ント結果により、多額の更新費用が発生する時期とした。 
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財政シミュレーション結果からの今後の見通し 

■給水原価の推移 

 

 

 

 

■供給単価の推移 
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○見通し 

  

○今後、水需要の減少と更新投資の増加により、単独経営時（投資ペース 160億円超/年）

における給水原価・供給単価が上昇。 

■給水原価 

  平成 30  189円/ｍ3 ⇒ 令和７ 203円/ｍ3 ⇒ 令和 30 277円/ｍ3（単独時加重平均） 

  ■供給単価 

  平成 30 198円/ｍ3 ⇒ 令和７ 210円/ｍ3 ⇒ 令和 30 284円/ｍ3（単独時加重平均） 

  

○統合した場合、施設共同化による投資抑制、国の交付金による財源確保が可能となる。 

施設共同化による効果額  290億円 

交付金活用による財源確保 396億円 

 

○現状の投資ペース約 110億円/年(平成 28～平成 30平均)を約 160億円超/年(令和７～令和

30平均)にペースアップしても給水原価・供給単価の上昇抑制の効果が発現。 

 ■給水原価 

  令和 30 277円/ｍ3（単独時加重平均） ⇒ 令和 30 234円/ｍ3（統合時） 

  ■供給単価 

  令和 30 284円/ｍ3（単独時加重平均） ⇒ 令和 30 237円/ｍ3（統合時） 

 

 ○事業統合により市町村域を越えた投資最適化を推進することで、単独経営と比べ水道料金

の上昇抑制や老朽化施設の更新促進を図ることができる。 
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９．企業団設立までの進め方 

関係団体等が事業統合による一体化を実現するにあたっては、十分な調整・準備を行う必要

があり、今後は次のようなスケジュールにより進めることとする。進め方については現時点で

の目標であり、今後の協議状況に応じて見直すものとする。   

ステップ０  

令和２年度 

 

・「水道事業等の統合に関する覚書」の締結 

・「水道事業等の統合に関する基本方針」の策定 

ステップ 1  

令和３年度～ 

・準備室の業務開始 

・（仮称）奈良県広域水道企業団設立準備協議会（任意） 

・（仮称）奈良県広域水道企業団基本計画の策定 

ステップ２  

 

～令和６年度 

・基本協定の締結 

・（仮称）奈良県広域水道企業団設立準備協議会（法定） 

・企業団設立準備（規約作成、国との協議） 

・旧水道事業体の条例等の改廃議決 

・企業団設立の議決 

・企業団設立許可申請 

企業団設立  

 

～令和６年度 

・企業団事業開始の準備 

・運営協議会 

・企業団議会 （各種条例、予算の議決） 

・関係団体の水道事業認可廃止 

・企業団の水道事業認可取得 

事業開始 
～令和７年度 

・企業団事業の開始 

・国交付金事業の実施（令和 16年度まで） 

 

ステップ１，２で想定される業務 

・既存認可の変更認可及び企業団創設認可の申請に係る業務 

・各種システム（料金システム、財務会計システムなど）の検討、開発・整備、集約化 

・官民連携について調査検討 

ＤＢ方式等の施設整備に対しての民間活用の効果検証、浄水場等の運転委託の集約化検討 

料金関係包括委託の集約化検討 

・企業団の業務の内容整理 

・既存条例、規程の整理と新しい各種条例の制定準備 

・危機管理マニュアル等の策定 
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Ⅰ 各市町村からの意見・質問について

２



 老朽化施設の更新には持続的な資金が必要
人口減少による給水収益減少や、老朽化施設の更新需要の増大等に伴い、水道事業の経営環境が厳しくなる

なか、必要な投資を行っていくためには、多額の資金が必要となり、そのサイクルは半永久的に継続していく
ことになる。

 水道事業で生み出された資産は水道事業で使う
水道事業により生まれた収入は、水道の資本的支出（老朽施設・管路の更新・耐震化）の財源とすべきもの

であり、各市町村がすべての資産を持ち寄り、全体最適化を目指すことで、県域全体として最大限のメリットを
享受できることが望ましいと考える。

 全体最適化により住民サービスの向上を目指す
市町村間の資産格差の是正等のルールを設定し、水道事業の資産を市町村に留保し、古い施設と債務だけを

企業団に持ち込むことは、公平性の観点から極めて問題。今後施設更新等に必要な財源が減少することとなる。
すべての資産を持ち寄り、資金を確保しつつ、最適な投資を行うことで、現状の更新実績を保証しつつ、料金

上昇の抑制が図れるなど住民サービスの向上が実現できる 。

＜市町村長からの意見・課題への対応＞
いくつかの市町村長より、廃止された浄水場跡地等の活用に関する課題提起があった。
関係団体が所有する資産のうち、県域水道ファシリティマネジメント等により、既に廃止された、又は企業団設

立までに廃止を予定している施設、土地、建物等の取扱いについては、今後、基本協定締結時までに関係団体で協
議のうえ、対応方針を定めるものとする（覚書・基本方針に記載済み）。

水道資産（施設、資金、負債）はすべて企業団に引き継ぐ

３

県域水道一体化の効果を最大限に発現させるための資産引継ぎの考え方

Ⅰ１．資産引継ぎの考え方



 施設老朽化への対応が必要
水道事業の大きな課題の一つに「施設老朽化への対応」がある。現状の管路更新率（H28～H30平均）は奈良県全

体で0.51%であり、現状ペースではすべての管路を更新するのに200年程度かかることとなる。また、法定耐用年数
40年を経過した管路の割合は奈良県全体で24％であり、現状更新ペースでは、更に老朽化の進行が見込まれる。

 更新ペースについての検討経緯
市町村の資産台帳をもとに水道事業におけるアセットマネジメント（厚生労働省）に基づき、必要投資額を算出

すると約390億円／年（推計値）となる。しかしながら、現状のマンパワーでは対応しきれない懸念があるため、各
市町村において、経営戦略等に基づき、現実的な将来投資額を算出し、その投資額を集計した結果、約160億円／年
の投資額となる。

 浄水場や送配水施設の施設共同化により老朽化施設の更新財源を捻出
水需要の減少に伴い料金収入の減少が予想され、結果的に将来的な水道料金の上昇は避けて通れない状況となっ

ている。県域水道一体化では、浄水場や送配水施設の施設共同化により、将来的な投資額を抑制することが出来
る。この投資抑制分を料金の上昇抑制と、施設の更新費用に活用することにより、施設老朽化への対応を行う。

＜市町村長からの意見・課題への対応＞
いくつかの市町村長より、更新投資ペースの再考と、更新実績の保証についての課題提起があった。
現行の財政シミュレーションでは、統合から令和30年までの投資ペースを年間160億円超を想定しており、統合当

初から令和30年までに約25％程度料金上昇が予測される。現行シミュレーションはあくまでも投資額ベースで行っ
ており、今後各市町村の更新実績を保証するとともに、詳細な資産調査を踏まえて、施設の重要度や優先度を考慮
し、企業団の料金レベルをふまえた具体的な施設整備計画を策定した上で、決定していくものとする。

Ⅰ２．更新投資の考え方

水道事業の大きな課題の一つである「施設老朽化への対応」

基本協定締結までに水道料金レベルを踏まえた施設整備計画を策定

４
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約１６０億円超／年の投資ペースと現状維持の投資ペースでの給水原価・供給単価について

現状維持・供給単価（事業統合） 現状維持・給水原価（事業統合） 160億・供給単価（事業統合） 160億・給水原価（事業統合）

現状維持・供給単価（単独・加重平均） 現状維持・給水原価（単独・加重平均） 160億・供給単価（単独・加重平均） 160億・給水原価（単独・加重平均）

244

238

160億
単独

110億
単独

110億
統合

※約110億円ペースでの統合シミュレーションについては、
H28～H30平均の投資額（約110億円）に、 160億超ペース時と同額の一体化事業費をR7～R16に追加して積算。

事業統合により、全体最適化を図ることで、
投資ペースを160億円超に増やしても、現状維持の

投資ペースで単独経営を続けるより、料金の上昇を
抑制することが可能。

（28市町村・加重平均）

（28市町村・加重平均）

給水原価

供給単価

（円/㎥）
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 統合後の各市町村との関わり
 企業団議会の設置

企業団が設置する企業団議会は、構成団体の議会から選出した議員で構成
 （仮称）運営協議会の設置

企業団の運営に際し、予算・決算等重要事項の協議を行うため、構成団体の首長を委員とする運営協議
会を設置

 職員の派遣
• 企業団設立後、当面の間は構成団体からの職員派遣による対応とする
• 各市町村は、企業団設立当初においては、施設整備、維持管理等の業務遂行に必要な人員として現

行職員数の確保に努めるものとする。企業団は、最適な人員配置を行うものとし、順次、業務の共
通化・効率化を図るものとする。

 一般会計の負担
統合前に用水供給事業、水道事業に対し一般会計が負担している経費について、関係団体はその負担の

趣旨に基づき、統合後もその負担を継続するものとする。
（ただし、将来の企業団の運営状況により必要のないものは繰り入れない）

＜市町村長からの意見・課題への対応＞
いくつかの市町村長より、関係団体数が多数であり、（仮称）運営協議会での意見集約が難航するのではないか

との課題提起があった。
奈良モデルにおける他分野における事例や、他府県での先行事例等を研究した上で、（仮称）運営協議会の制度

設計については、今後、関係団体で検討協議していきたい。

企業団議会、（仮称）運営協議会の設置、及び職員の確保が必要

6

水道事業を企業団に引き継いだ後の各市町村の役割の考え方

Ⅰ3．統合後の市町村の役割



Ⅱ 覚書・基本方針について
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Ⅱ１. 覚書（案）の概要

企業団の設立（第２条）
・企業団をＲ６年度までに設立し、Ｒ７年度までに事業を開始。
・企業団として単一の事業認可を取得（事業統合）

水道料金等（第６条）
・統合時において、統一することを基本とする。
・水道料金について統合効果が見られない団体はセグメント会計可。

・水道施設の更新整備は、関係団体の更新実績を保証し、又は関係団体の水道
施設整備計画を尊重。

水道施設の整備方針（第５条）

資産等の引継ぎ（第７条）
・水道事業で生み出された資産等は、企業団にすべて引継ぐ。

協議会及び準備室の設置（１１条）
・統合に向けた協議検討を行うため､Ｒ３年度に（仮称）奈良県広域水道企業団

設立準備協議会を発足させ､必要な業務を遂行するために準備室を設置。
8

・第７条の資産等（現金、積立金等の内部留保資金を除く。）のうち、水道事業
の用に供さない施設及び土地の取扱い並びに一部事務組合が所有する資産の
うち関係団体以外の市町村に係る資産の取扱いについては、基本協定締結まで
に関係団体等で協議のうえ、対応方針を定める。

水道事業の用に供さない資産等（第８条）



覚 書：水道事業等の統合に向けて、現時点で合意すべき事項をとりまとめたもの。

基本方針：県域水道一体化検討の基本的な事項について記載しており、覚書の項目を
網羅したうえで、今後の検討の方向性を示したもの。

Ⅱ２. 覚書と基本方針の関係について

前文

第１条 統合の目的

第２条 企業団の設立

第３条 基本方針についての合意

第４条 企業団の職員

第５条 水道施設の整備方針

第６条 水道料金等

第７条 資産等の引継ぎ

第８条 水道事業の用に供さない資産等

第９条 経費負担

第１０条 下水道事業等の取扱い

第１１条 協議会及び準備室の設置

第１２条 その他

１．水道事業等の統合に関する基本方針の策定にあたって
（１）主旨
（２）県域水道一体化の必要性
（３）対象となる事業体
（４）統合時期及び形態
（５）基本協定の締結
２．施設・管路整備についての基本的事項
（１）企業団における浄水場運用
（２）基幹管路更新の積極的な推進
（３）（仮称）奈良県広域水道施設整備計画の策定
（４）浄水場運転管理・配水管理の拠点整備
３．企業団本部及び事務所についての基本的事項
（１）企業団本部の設置及び業務の効率化
（２）事務所
４．組織体制・職員に関する基本的事項
（１）組織体制
（２）職員
５．業務運営に関する基本的事項
（１）総務・経理・営業関係
（２）維持管理
（３）水質管理
（４）官民連携の積極的活用
６．財政ルールに関する基本的事項
（１）国交付金の活用
（２）資産等の引継ぎに関する基本方針
（３）水道事業の用に供さない資産等に関する基本方針
（４）一般会計からの繰り入れルール等
（５）水道料金のルール
（６）セグメント会計
７．他事業の取扱いについての基本的事項
（１）下水道事業等の取扱い
（２）奈良広域水質検査センター組合が実施している県内11村の水質検査の取扱い
（３）簡易水道事業等の扱い
８．費用効果の検証
９．企業団設立までの進め方

基本方針覚書 基本方針の重要事項
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現状

セグメント会計（個別料金）が存在する期間

奈
良
市

上
水
道
事
業

大
和
高
田
市

上
水
道
事
業

大
淀
町

上
水
道
事
業

下
市
町

上
水
道
事
業

奈
良
県

用
水
供
給

事
業・・・・・・・・・・

大
和
郡
山
市

上
水
道
事
業

：事業者（事業認可）

企
業
団

上水道セグメント①
上水道セグメント②

（葛城市）
上水道セグメント③

（大淀町）

一定の期間の後、料金を統一

事
業
統
合

R7

R2
個
別
運
営

統合時に、水道料金について
統合効果がみられない団体

供給単価に関して統合効果が見られない

葛城市、大淀町に対しては、将来的な料金

統一を条件に、セグメント会計※で対応

する。

※セグメント会計とは、企業団の経営方針に基づき、企業団会計
の中に独立した会計区分を設け、その会計区分の中で、独立的に
運用することをいう。
（セグメント会計に関する具体的な対応方針については、

基本協定締結までに関係団体で協議のうえ定める。）

Ⅱ３. 料金について統合効果が見られない団体への対応
葛城市・大淀町・一体化ＳＩＭ（供給単価）（円／m3）

企業団経営のイメージ

10

一体化

大淀町

葛城市

187円

163円

139円

197円

170円

152円

209円

189円

188円

222円

224円

205円

229円

237円

217円



Ⅲ スケジュール
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R2
R3 ～ R6 R7～

11月 12月 1月 2月 3月

協
議
体
制

検
討
内
容

Ⅲ  スケジュール
スケジュール（Ｒ３年度以降の予定）
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基
本
協
定
締
結

企
業
団
設
立

事
業
統
合

企
業
団
事
業
の
開
始

協議会（任意）

覚
書
締
結

協
議
会
・
準
備
室
の
設
立
準
備

水道サミット
検討会

協議会（法定）

企業団の運営方針の取りまとめ 企業団設立準備
一体化の
効果算定

覚書
基本方
針検討

財政Ｓ
ＩＭに
よる効
果額算

定

企業団の運営方針を、(仮称)奈良
県広域水道企業団基本計画として
とりまとめ

なお、業務やシステムの共同化な
ど、前倒しで実施できるものにつ
いては、随時実施していく

＜主要な検討事項＞

・組織・職員（運営協議会、職員身分等）

・業務運営（業務、システムの共同化等）

・財政運営（水道料金水準等）

・施設整備計画（資産調査、経年化施設の

更新等）

・その他の課題（資産引継ぎ、セグメント等）

企業団設立手続き

各種システム構築

・料金､会計､人事給与､

積算､台帳､監視制御

等

・各種法手続き

・組織体制の構築 等



（参考資料） 県域水道一体化の効果
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市町村域を越えた投資最適化の推進（投資額の抑制）

県域水道一体化のメリット

水道料金の上昇抑制（単独経営料金＞一体化統一料金）

老朽化施設の更新促進（現在よりもペースアップ）

運営体制の強化（業務・システム共同化、官民連携）【今後検討】

事業統合・料金統一により下記の主要課題が解決

投資抑制分を料金の上昇抑制と
施設の更新費用に活用

14

① 県域水道一体化のメリット



事業統合とは？

⇒市町村域を越えて給水区域を一つにして企業団

の事業を経営すること（事業認可は１）

給水区域が一つになるため、水道料金は統一

経営統合では？

⇒組織は統一されるが、給水区域は現状のまま

（事業認可は29）

個々の給水区域毎（各市町村毎）に独立採算となるた
め、個々の事業毎（給水区域毎）で最適な水道料金を
設定する

事業単位で経営を最適化するために、市町村域を越え
た施設の合理化には限界が生じる

事業統合の難しさとして、水道料金が統一されるため、水道料金が安価な事業体で統合メリットが得られないこ
とがある。現在の効果算定では、2市町を除いて、水道料金を統一しても、水道料金の上昇抑制効果が発現され
ている。また、統合メリットの出ていない2市町についても、将来の水道料金統一を条件に、統一するまでの期
間は、企業団の経営方針に基づき、企業団会計の中で、独立的に運用することも可能とする。

経営統合や段階的な統合では、統合効果が限定的となるため、全関係団体が事業統合することを前提とする。

浄水場の廃止及び施設共同化に伴う供給安定性の確保については、今後継続して検討していく。

② 統合形態

15

統合の形態としては、投資抑制、体制強化の観点から、県域水道一体化の効果を
最大限発揮出来る「事業統合」を選択

統一した水道料金でメリットがあれば、維持管理や
更新コストを考えた場合、自己水源の保有する必要
性はなくなるため、自己水源の廃止につながる。



大滝ダム

桜井浄水場

御所浄水場

室生ダム

布目ダム緑ヶ丘浄水場緑ヶ丘浄水場

桜井浄水場

御所浄水場

大滝ダム

室生ダム

布目ダム

段階的に市町村浄水場を廃止

統合時点：18浄水場 → 将来：7浄水場

・市町村浄水場の集約で削減できる更新投資額＝241億円
（R7～R30）

・市町村浄水場廃止に必要な施設及び連絡管の整備費
＝△50億円

浄水場名 廃止予定時期

奈良市 木津浄水場 R8

大和郡山市
昭和浄水場 R23

北郡山浄水場 R8

天理市
豊井浄水場 R21

杣之内浄水場 R30以降

桜井市 外山浄水場 R9

生駒市
真弓浄水場 R23

山崎浄水場 R30以降

葛城市

竹内浄水場 R12

兵家浄水場 R12

新庄浄水場 R12

浄水場配置図（集約前） 浄水場配置図（集約後）

：県水浄水場（存続）

：市町村浄水場（存続）

：市町村浄水場（廃止）

浄水場廃止予定時期一覧

③ 市町村浄水場の集約

：県水浄水場（存続）

：市町村浄水場（存続）

：新設連絡管 16



市町村の枠を超えた送配水施設の最適化

施設共同化等箇所数：43箇所
奈良市：4、大和高田市：2、橿原市：3、桜井市：2、御所市：2、生駒市：4、香芝市：1、葛城市：2、宇陀市：7、平群町：1、
斑鳩町：2、安堵町：1、高取町：4、明日香村：1、上牧町：1、広陵町：2、大淀町：2、五條市：1、県水：1 （箇所） ※FM事業を除く

・施設共同化事業で削減できる更新投資額＝190億円（R7～R30）
（例）配水池の廃止（直結配水）、送水経路の最適化、監視拠点の集約による効率化、等

・施設共同化に必要な事業費＝△91億円
（例）直結配水施設の整備、送水管の新設、監視制御システムの新設、等

緑ヶ丘浄水場

御所浄水場

大滝ダム

室生ダム

布目ダム

桜井浄水場

：施設共同化事業

施設共同化事業箇所図 施設共同化事業の具体例

④ 送配水施設の最適化

緑ヶ丘浄水場

市町村送水管を廃止し
県水送水管から分岐

直結配水施設の整備

送水管の新設
：市町村送水管

：県水送水管

：新設送水管

：市町村配水池

：県水調整池

：直結配水施設

市町村配水池を廃止し
県水調整池から直結配水
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⑤ 効果額のまとめ（投資抑制効果と国交付金活用）

施設共同化（R7～R30） 交付金の活用（R7～R16）

１．市町村浄水場の集約

投資削減額＝241億円
連絡管の整備費＝△50億円

２．送配水施設の最適化

投資削減額＝190億円
施設共同化事業費＝△91億円

１．広域化事業交付金

対象事業費594億円×１／３＝198億円
対象事業費内訳
・県水管路更新事業：256億円
・監視制御の集約等：64億円
・奈良市緑ヶ丘浄水場施設整備：164億円
・施設共同化：110億円

２．運営基盤強化等事業交付金

対象事業費594億円×１／３＝198億円

※広域化事業交付金の対象事業費の総額を
上限とする

小計：290億円 小計：396億円

合計：686億円
18



事業統合をすることを前提に活用できる交付金は、
「広域化事業」及び「運営基盤強化等事業」の2種類。
（原則10年間、令和16年までの時限事業、交付率は共に1/3）

【広域化事業の対象事業】
広域化を契機に実施する次の事業

①連絡管の整備
（例） 廃止浄水場に伴う連絡管、等

②集中監視設備の整備
（例） 監視制御システムの集約化、等

③統合浄水場の建築
（例） 大規模浄水場の更新・強靱化、等

④広域化に伴い必要となる会計や料金システム等の
事務関係システムの統合

⑤広域化を契機に基幹管路の耐震化を行う事業であって、
水道管緊急改善事業の要件を満たすもの。
（例） 用水供給事業者の送水管の更新、等

⑥広域化により統合元の人材・経営能力を活用して実施
できる施設・設備整備

（給水人口10万人以下且つ資本単価が90円以上の市町村のみ）
（例） 小規模浄水場の更新

（過去5年間の建設投資額の平均を上回る額のみ）、等

【運営基盤強化等事業の対象事業】
広域化事業の対象事業費の総額を上限とし、広域化後の圏域
において運営基盤を強化するために必要な事業
（例） 市町村配水管の更新、等

＜10年間の事業費と交付金対象のイメージ＞

既存施設の更新等
に要する事業費
（市町村＋県水）

浄水場統廃合、
配水池共同化､
連絡管整備等
に要する事業費

広域化事業
の対象

運営基盤強化等
事業の対象

広域化を契機に実施
する事業のみ対象

既存施設の更新事業
も対象となる

同額が上限

⑥ 国の交付金について
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198 

284 

187 

237 

189 

277 

184 

234 

100

150

200

250

300

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30

単独 事業統合

H30 189円/㎥ ー

R7 203円/㎥ 184円/㎥

R30 277円/㎥ 234円/㎥

単独 事業統合

H30 198円/㎥ ー

R7 210円/㎥ 187円/㎥

R30 284円/㎥ 237円/㎥

■供給単価の設定条件

①Ｒ７年度以降、料金回収率が100％を下回るまでは、Ｒ６年度の供給単価をそのまま採用し、100％を下回る年度から、

５年ごとに供給単価を見直し、５年間のうち最大の給水原価を供給単価（端数切り上げ）として設定する。

②その上で資金ショートが発生する場合、資金ショートが発生しない金額まで供給単価を引き上げる。

※繰入金比率（他会計繰入金合計（収益）／総収益）を10%以上（R1～R30平均）見込む市町村については、

上記設定を当てはめると経常利益が過大となるため、５年ごとに経常収支がマイナスとならない水準で供給単価を設定する。

・水需要の減少と更新投資の増加により、給水原価が上昇。

・すべての資産を企業団に引き継ぎ、「全体最適化」に取り組むことで、施設共同化による投資抑制、国の交付金

活用により、現状の投資ペース110億円/年（H28～H30平均）を160億円超/年（R7～R30平均）にペースアップ

しても、給水原価抑制の効果が発現。結果、供給単価の上昇を抑制。

（円/㎥）

⑦ 財政シミュレーションによる水道料金上昇抑制効果

■給水原価

■供給単価
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